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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための方法であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能に関連付けられ、それぞれ複数のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、前記モバイル通信デバイスの関連付けられたアイコンの選択に
応じて通信機能特有のロイヤルティを発生させる複数の広告アクションを識別することと
、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から１つの広告アクションを選択することと、
　前記選択された広告アクションに関連付けられたアイコンと共に広告を提示のために前
記モバイル通信デバイスに送信することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　各通信機能に対して設定された値に基づいて前記通信機能特有のロイヤルティを予測す
ることと、
　前記モバイル通信デバイスで受容できる通信機能のサブセットを決定することとをさら
に備え、
　前記選択することは、最高の予測された通信機能特有のロイヤルティに関連付けられ前
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記決定されたサブセットから前記広告アクションを選択する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル通信デバイスから前記広告の提示についての追跡結果を受信することをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットと通信するための前記
関連付けられた通信機能を可能にすることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての追跡結果を受信することをさらに備
える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・コールをさらに備
える、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツーワイヤレスアクセス
プロトコルブラウザをさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・パンフレットをさ
らに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー電子メールをさらに
備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・ランディングをさ
らに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１１】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・クリップをさらに
備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー転送をさらに備える
、請求項４に記載の方法。
【請求項１３】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツーコンテンツをさらに
備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１４】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・メッセージをさら
に備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１５】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・ロケートをさらに
備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・プロモーションを
さらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・クーポンをさらに
備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・バイをさらに備え
る、請求項４に記載の方法。
【請求項１９】
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　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための少なくとも１つのプロセッサ
であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能に関連付けられ、それぞれ複数のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、前記モバイル通信デバイスの関連付けられたアイコンの選択に
応じて通信機能特有のロイヤルティを発生させる複数の広告アクションを識別するための
モジュールと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から１つの広告アクションを選択するためのモジュールと、
　前記選択された広告アクションに関連付けられたアイコンと共に広告を提示のために前
記モバイル通信デバイスに送信するためのモジュールと、
　を備えるプロセッサ。
【請求項２０】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するためのコンピュータ可読記録媒体で
あって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能に関連付けられ、それぞれ複数のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、前記モバイル通信デバイスの関連付けられたアイコンの選択に
応じて通信機能特有のロイヤルティを発生させる複数の広告アクションを識別することを
コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から１つの広告アクションを選択することをコンピュータに行わせるための少なくとも１
つの命令と、
　前記選択された広告アクションに関連付けられたアイコンと共に広告を提示のために前
記モバイル通信デバイスに送信することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つ
の命令と、
　を備えるコンピュータ可読記録媒体。
【請求項２１】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための装置であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能に関連付けられ、それぞれ複数のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、前記モバイル通信デバイスの関連付けられたアイコンの選択に
応じて通信機能特有のロイヤルティを発生させる複数の広告アクションを識別するための
手段と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から１つの広告アクションを選択するための手段と、
　前記選択された広告アクションに関連付けられたアイコンと共に広告を提示のために前
記モバイル通信デバイスに送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項２２】
　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための装置であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能に関連付けられ、それぞれ複数のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、前記モバイル通信デバイスの関連付けられたアイコンの選択に
応じて通信機能特有のロイヤルティを発生させる複数の広告アクションを識別することと
、前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
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から１つの広告アクションを選択することとを行うためのグラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェースを備える編集コンピューティング・プラットフォームと、
　前記選択された広告アクションに関連付けられたアイコンと共に広告を提示のために前
記モバイル通信デバイスに送信するための通信モジュールと、
　を備える装置。
【請求項２３】
　各通信機能に対して設定された値に基づいて前記通信機能特有のロイヤルティを予測す
ることと、前記モバイル通信デバイスで受容できる通信機能のサブセットを決定すること
とをさらに行い、前記選択することは、最高の予測された通信機能特有のロイヤルティに
関連付けられ前記決定されたサブセットから前記広告アクションを選択することを行うた
めの、市場コンピューティング・プラットフォームのプロセッサをさらに備える、請求項
２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記モバイル通信デバイスから前記広告の提示についての追跡結果を受信するための前
記プロセッサをさらに備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットと通信するための関連
付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサをさらに備える、請求項２４に記
載の装置。
【請求項２６】
　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての追跡結果を受信するための前記プロ
セッサをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
コールをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツーワ
イヤレスアクセスプロトコルブラウザをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
パンフレットをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３０】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー電
子メールをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３１】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
ランディングをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３２】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
クリップをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３３】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー転
送をさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３４】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツーコ
ンテンツをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３５】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
メッセージをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３６】
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　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
ロケートをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
プロモーションをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
クーポンをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項３９】
　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック・ツー・
バイをさらに備える、請求項２５に記載の装置。
【請求項４０】
　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための方法であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能及び通信機能特有のロイヤルティに関連付けら
れ、それぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる複数の広告アクションを組み
込むことと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から選択された１つの広告アクションを受信することと、
　広告アクションに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおい
て受信することと、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装することと、
　を備える方法。
【請求項４１】
　前記受信することは、
　各通信機能に対して設定された値に基づいて前記通信機能特有のロイヤルティを予測す
ることと、前記モバイル通信デバイスで受容できる通信機能のサブセットを決定すること
とに基づいて、最高の予測された通信機能特有のロイヤルティに関連付けられ前記決定さ
れたサブセットから選択された前記広告アクションを受信するものである、請求項４０に
記載の方法。
【請求項４２】
　前記ユーザへの前記広告の提示についての結果を追跡することをさらに備える、請求項
４０に記載の方法。
【請求項４３】
　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットとの通信を開始するこ
とによって、前記関連付けられた通信機能を実装することをさらに備える、請求項４０に
記載の方法。
【請求項４４】
　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての結果を追跡することをさらに備える
、請求項４０に記載の方法。
【請求項４５】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・コールをさらに備え
る、請求項４０に記載の方法。
【請求項４６】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツーワイヤレスアクセスプ
ロトコルブラウザをさらに備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項４７】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・パンフレットをさら
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に備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項４８】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー電子メールをさらに備
える、請求項４０に記載の方法。
【請求項４９】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・ランディングをさら
に備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５０】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・クリップをさらに備
える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５１】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー転送をさらに備える、
請求項４０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツーコンテンツをさらに備
える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５３】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・メッセージをさらに
備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５４】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・ロケートをさらに備
える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５５】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・プロモーションをさ
らに備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５６】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・クーポンをさらに備
える、請求項４０に記載の方法。
【請求項５７】
　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・バイをさらに備える
、請求項４０に記載の方法。
【請求項５８】
　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための少なくとも１つのプ
ロセッサであって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能及び通信機能特有のロイヤルティに関連付けら
れ、それぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる複数の広告アクションを組み
込むためのモジュールと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から選択された１つの広告アクションを受信するためのモジュールと、
　広告アクションに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおい
て受信するためのモジュールと、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するためのモジュール
と、
　を備えるプロセッサ。
【請求項５９】
　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するためのコンピュータ可読記
録媒体であって、
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　モバイル通信デバイスの異なる通信機能及び通信機能特有のロイヤルティに関連付けら
れ、それぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる複数の広告アクションを組み
込むことを前記モバイル通信デバイスに備えられたコンピュータに行わせるための少なく
とも１つの命令と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
からの１つの広告アクションの選択を受信することを前記コンピュータに行わせるための
少なくとも１つの命令と、
　広告アクションに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおい
て受信することを前記コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装することを前記コンピ
ュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　を備えるコンピュータ可読記録媒体。
【請求項６０】
　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための装置であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能及び通信機能特有のロイヤルティに関連付けら
れ、それぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる複数の広告アクションを組み
込むための手段と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付けられた通信
機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告アクション
から選択された１つの広告アクションを受信するための手段と、
　広告アクションに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおい
て受信するための手段と、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するための手段と、
　を備える装置。
【請求項６１】
　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための装置であって、
　モバイル通信デバイスの異なる通信機能及び通信機能特有のロイヤルティに関連付けら
れ、それぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる複数の広告アクションを組み
込むことと、前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、
前記関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性と、前記関連付け
られた通信機能に対する前記通信機能特有のロイヤルティとに基づいて、前記複数の広告
アクションから選択された１つの広告アクションを受信することとを行うためのローカル
・ストレージと、
　広告アクションに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおい
て受信するための通信モジュールと、
　前記広告と対話するユーザによる入力を受信するためのユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するためのプロセッ
サと、
　を備える装置。
【請求項６２】
　各通信機能に対して設定された値に基づいて前記通信機能特有のロイヤルティを予測す
ることと、前記モバイル通信デバイスで受容できる通信機能のサブセットを決定すること
とに基づいて、最高の予測された通信機能特有のロイヤルティに関連付けられ前記決定さ
れたサブセットから選択された前記広告アクションを受信することを行うための前記プロ
セッサをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
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【請求項６３】
　前記ユーザへの前記広告の提示についての結果を追跡する前記プロセッサをさらに備え
る、請求項６１に記載の装置。
【請求項６４】
　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットとの通信を開始するこ
とによって、前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサをさらに備え
る、請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての結果を追跡する前記プロセッサをさ
らに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６６】
　前記関連付けられた通信機能を実装する前記プロセッサが、クリック・ツー・コールを
さらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６７】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツーワイ
ヤレスアクセスプロトコルブラウザをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６８】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・パ
ンフレットをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６９】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー電子
メールをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７０】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・ラ
ンディングをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７１】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・ク
リップをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７２】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー転送
をさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７３】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツーコン
テンツをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７４】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・メ
ッセージをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７５】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・ロ
ケートをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７６】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・プ
ロモーションをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７７】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・ク
ーポンをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項７８】
　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・ツー・バ
イをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、その開示の全体が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年２月
１日に出願された「ICONS FOR MOBILE ADVERTISING」と題する米国特許仮出願第６１／０
２５，６２４号の利益を主張する。
【０００２】
　本明細書で開示する態様は、モバイル通信デバイス上で提示される広告を配信および追
跡する通信ネットワークに関し、より詳細には、モバイル通信デバイスのユーザのために
好適にフォーマッティングされ時間調整された特定の広告をターゲットにし、追跡するた
めの、広告プラットフォームとモバイル通信デバイスの集団との間のブリッジとして働く
市場プラットフォームを提供することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　長年の間、企業は、従来の手段によって、自社の製品をブランド化し、既存消費者を満
足させ、潜在的な新規消費者を獲得しようと試みてきた。広告が、新聞、雑誌、パンフレ
ット、会報、プレスリリースおよびビルボードのような印刷形態から、スポンサーシップ
、セミナー、ポイント・オブ・セールおよびプロモーションのプログラムのようなイベン
ト関連のアクティビティになり、ラジオ、テレビジョン、ケーブルおよび最近では衛星ケ
ーブルのようなブロードキャスト・メディアになるにつれて、企業の発展は、より創造的
でないときは直線的になり、より創造的なときは非直線的になることもあった。
【０００４】
　近年、以前は直接広告と称されていた新しい形態を用いて、個々の消費者をよりターゲ
ットにし、個々の消費者のためにより調整された広告が増えている。消費者購買習慣、ト
レンディングおよび予測将来習慣に関係する特定の消費者データマイニングを広告主にも
たらすために、プル型キャンペーンおよびプッシュ型キャンペーンによって消費者と直接
対話し、広告をより測定可能にするための新しい努力がなされている。マーケティング独
創性を組み合わせた技術表現手段の進歩により、古いダイレクトメール・マーケティング
キャンペーンは、テレマーケティング、ポイント・オブ・セール・キャンペーン、コンピ
ュータ・プラットフォーム、ならびにごく最近では通信ネットワークによる配信および測
定を含む、新しい分野へと拡大した。
【０００５】
　後者に関しては、おそらく、マーケティングの新しい世界のための最大のプラットフォ
ームは、過去１０年における情報交換のための最大のプラットフォームと同じであり、す
なわち、インターネットである。いくつかの例を挙げれば、ブランド化されたウェブサイ
ト、バナー広告、ポップアップ広告、ターゲット電子メール、ポータル・スポンサーシッ
プのような方法によって、広告主は、ターゲット層に注意を集中することができるように
なった。いくつかの例を挙げれば、サービスされたインプレッション、クリックスルーレ
ート（ＣＴＲ）、コストパーアクション（ＣＰＡ）、コストパークリック（ＣＰＣ）、コ
ストパーセール（ＣＰＳ）、およびコストパーサウザンド（ＣＰＭ）のような定義された
メトリックおよび革新的な意味論によって、広告主は、ターゲット広告の結果を測定し、
得られたパフォーマンス結果に対して料金を客観的に設定することができるようになった
。これらの新しい進歩とともに、ビジネス、地理的要素、および統合通信ネットワークの
性質がますます国際的になったため、広告は本質的に、ますますグローバルになっている
。
【０００６】
　また、インターネット広告の拡大を可能にしたパーソナル・コンピューティングの進歩
（たとえば、デスクトップおよびノートブック・コンピュータならびにブロードバンド・
インターネット・アクセス）とともに、技術の進歩により、より小さく、より強力なパー
ソナルコンピューティング・デバイスが生まれた。たとえば、現在、それぞれ小型で軽量
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な、ユーザが容易に持ち運べるポータブルワイヤレス電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）およ
びページングデバイスなどのワイヤレス・コンピューティング・デバイスを含む様々なポ
ータブル・パーソナル・コンピューティング・デバイスが存在する。コンピューティング
技術の進歩とともに、ソフトウェア・アプリケーションのアレイを用いてプロビジョニン
グできる、多くのタイプの電子デバイス（「ユーザ機器」）が、消費者にますます提供さ
れている。電子メール、インターネット・ブラウズ、ゲームプレイ、アドレス帳、カレン
ダー、メディアプレーヤ、電子ブック閲覧、ボイス通信、ディレクトリサービスなどの様
々な機能が、ますます、選択可能なアプリケーションになっており、これらのアプリケー
ションは、スマートフォン、ポータブルゲーム機、またはハンドヘルド・コンピュータな
どの多機能デバイス上でロードできる。
【０００７】
　これらの進歩があっても、モバイル通信デバイスは、汎用コンピューティング・デバイ
スに関する、通信帯域幅、処理、およびユーザ・インターフェースの制約を有する傾向が
ある。たとえば、画面サイズ、利用可能なメモリおよびファイルシステム空間の量、入出
力機能および処理機能の量がそれぞれ、デバイスの小さいサイズによって制限されること
がある。そのような厳しいリソース制約のため、たとえば、そのようなリモート・パーソ
ナル・コンピューティング・デバイス、たとえば、クライアント・デバイス上に常駐する
ソフトウェア・アプリケーションおよび他の情報の制限されたサイズおよび量を維持する
ことが望ましい。したがって、そのようなデバイスのためのコンピューティング・プラッ
トフォームは、しばしば、特定の電話チップセットおよびユーザ・インターフェース・ハ
ードウェア向けに最適化される。
【０００８】
　広告をモバイル通信デバイスに拡大しようとする限られた試みは、一般に、インターネ
ット・ブラウズのパラダイムに従ってきた。ユーザがモバイル通信デバイスを使用するこ
とをどのように選択するかの違いを鑑み、その制限を鑑みると、そのようなモバイル・ウ
ェブ広告は、広告主にとって限界の量および価値のものだった。
【発明の概要】
【０００９】
　以下で、開示するバージョンのいくつかの態様の基本的理解を与えるために、簡略化さ
れた概要を提示する。この概要は、包括的な概観ではなく、主要または重要な要素を識別
するものでも、そのようなバージョンの範囲を定めるものでもない。その目的は、後で提
示するより詳細な説明の導入として、説明するバージョンのいくつかの概念を簡略化され
た形態で提示することである。
【００１０】
　一態様では、広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための方法を提供する
。各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを定義する。
モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機
能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告アクションから１
つの広告アクションを選択する。広告とともに広告アイコンを提示のためにモバイル通信
デバイスに送信する。
【００１１】
　別の態様では、少なくとも１つのプロセッサが広告コンテンツをモバイル通信デバイス
に配信する。１つのモジュールが、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関
連付けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複
数の広告アクションを定義する。１つのモジュールが、モバイル通信デバイスの関連付け
られた通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアク
セス可能性とに基づいて、複数の広告アクションから１つの広告アクションを選択する。
１つのモジュールが、広告アイコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル通信デ
バイスに送信する。
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【００１２】
　追加の態様では、コンピュータ・プログラム製品が広告コンテンツをモバイル通信デバ
イスに配信する。コンピュータ可読媒体が、各アクションがモバイル通信デバイスの通信
機能に関連付けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けら
れる、複数の広告アクションを識別することをコンピュータに行わせるための少なくとも
１つの命令を備える。少なくとも１つの命令は、モバイル通信デバイスの関連付けられた
通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可
能性とに基づいて、複数の広告アクションから１つの広告アクションを選択することをコ
ンピュータに行わせる。少なくとも１つの命令は、広告アイコンに関連付けられた広告を
提示のためにモバイル通信デバイスに送信することをコンピュータに行わせる。
【００１３】
　別の追加の態様では、装置が広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信する。各ア
クションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれぞれ複
数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するための手
段を設ける。モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連付け
られた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告アク
ションから１つの広告アクションを選択するための手段を設ける。広告アイコンに関連付
けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスに送信するための手段を設ける。
【００１４】
　さらなる態様では、装置が広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信する。編集コ
ンピューティング・プラットフォームが、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機
能に関連付けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられ
る、複数の広告アクションを識別することと、モバイル通信デバイスの関連付けられた通
信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能
性とに基づいて、複数の広告アクションから１つの広告アクションを選択することとを行
うためのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを備える。通信モジュールが、広告ア
イコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスに送信する。
【００１５】
　さらなる一態様では、モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するため
の方法を提供する。各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各
アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクシ
ョンを受信する。モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連
付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告
アクションからの１つの広告アクションの選択を受信する。広告アイコンに関連付けられ
た広告を提示のためにモバイル通信デバイスにおいて受信する。広告と対話するユーザに
よるモバイル通信デバイスのユーザ・インターフェースを介した入力に応答して、選択さ
れた広告アクションを実装する。
【００１６】
　さらに別の態様では、モバイル通信デバイスのための少なくとも１つのプロセッサが、
広告コンテンツを実装する。１つのモジュールが、各アクションがモバイル通信デバイス
の通信機能に関連付けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連
付けられる、複数の広告アクションを受信する。１つのモジュールが、モバイル通信デバ
イスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機能による広告主タ
ーゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告アクションからの１つの広告アクシ
ョンの選択を受信する。１つのモジュールが、広告アイコンに関連付けられた広告を提示
のためにモバイル通信デバイスにおいて受信する。１つのモジュールが、広告と対話する
ユーザによるモバイル通信デバイスのユーザ・インターフェースを介した入力に応答して
、選択された広告アクションを実装する。
【００１７】
　さらに追加の態様では、モバイル通信デバイスのためのコンピュータ・プログラム製品
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が、コンピュータ可読媒体を有することによって広告コンテンツを実装し、コンピュータ
可読媒体は、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクシ
ョンがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを
組み込むことをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令を備える。少なくと
も１つの命令は、モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連
付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告
アクションからの１つの広告アクションの選択を受信することをコンピュータに行わせる
。少なくとも１つの命令は、広告アイコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル
通信デバイスにおいて受信することをコンピュータに行わせる。少なくとも１つの命令は
、広告と対話するユーザによるモバイル通信デバイスのユーザ・インターフェースを介し
た入力に応答して、選択された広告アクションを実装することをコンピュータに行わせる
。
【００１８】
　さらに別の追加の態様では、モバイル通信デバイスのための装置が広告コンテンツを実
装する。各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクション
がそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み
込むための手段を設ける。モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性
と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複
数の広告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信するための手段を設ける。
広告アイコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスにおいて受信す
るための手段を設ける。広告と対話するユーザによるモバイル通信デバイスのユーザ・イ
ンターフェースを介した入力に応答して、選択された広告アクションを実装するための手
段を設ける。
【００１９】
　またさらなる態様では、モバイル通信デバイスのための装置が広告コンテンツを実装す
る。ローカル・ストレージが、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付
けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の
広告アクションを受信し、モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性
と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複
数の広告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信する。通信モジュールが、
広告アイコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスにおいて受信す
る。ユーザ・インターフェースが、広告と対話するユーザによる入力を受信する。プロセ
ッサが、ユーザ入力に応答して、選択された広告アクションを実装する。
【００２０】
　上記および関連する目的を達成するために、１つまたは複数のバージョンは、以下で十
分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面
は、いくつかの例示的な態様を詳細に記載し、バージョンの原理が使用できる様々な方法
のほんのいくつかを示すものである。他の利点および新規の特徴は、図面とともに以下の
詳細な説明を検討すると明らかになり、開示するバージョンは、すべてのそのような態様
およびそれらの均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一態様による、モバイル通信デバイスにアクション・アイコンを展開するための
通信システムを示す図。
【図２】別の態様による、モバイル通信デバイスにアクション・アイコンを展開するため
の方法を示す図。
【図３】さらに別の態様による、エンド・ツー・エンドのモバイル広告通信システムのブ
ロック図。
【図４】別の態様による、エンド・ツー・エンドのモバイル広告通信システムのモバイル
・デバイスと、市場プラットフォームと、広告プラットフォームとのタイミング図。
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【図５】さらに別の態様による、例示的なエンド・ツー・エンドのモバイル広告通信シス
テムの概略図。
【図６】さらに別の態様による、図５の通信システムのキャンペーン管理のための例示的
なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの図。
【図７】一態様による、図５のモバイル通信デバイスのブロック図。
【図８】別の態様による、図５の通信システムによって実行されるモバイル通信デバイス
広告のための方法の流れ図。
【図９】さらに別の態様による、エンド・ツー・エンドのモバイル広告のための方法の流
れ図。
【図１０】一態様による、図９の方法のロケーション情報に基づくビヘイビア・プロファ
イリングのための方法の流れ図。
【図１１】一態様による、図７の方法のリーチ・フリークエンシー時間広告のための方法
の流れ図。
【図１２】別の態様による、図７の方法のインターセプター・マイクロターゲティング広
告のための方法の流れ図。
【図１３】さらに別の態様による、図９の方法の時限クーポン広告のための方法の流れ図
。
【図１４】一態様による、モバイル通信デバイスのためのアイコン・アクションを選択す
るための方法の流れ図。
【図１５】一態様による、閲覧層の感知された人口統計に基づいて公に閲覧される広告を
選択することの流れ図。
【図１６】一態様による消費者間広告の流れ図。
【図１７】一態様による、広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための、少
なくとも１つのプロセッサによって実行されるコンピュータ可読記憶媒体中のモジュール
を有するネットワーク配信デバイスのブロック図。
【図１８】一態様による、広告を実装するための、少なくとも１つのプロセッサによって
実行されるコンピュータ可読記憶媒体中のモジュールを有するモバイル通信デバイスのブ
ロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　インターネット上で、広告を活動化することから得られた単一のワークフローは、ウェ
ブ・ブラウザにおけるホスト・ウェブ・ページ内で閲覧でき、ウェブ・ブラウザの同じま
たは新しいインスタンス内でランディング・ページを起動することになる。モバイル通信
デバイス上には、そのデバイスの利用可能な機能があるとすれば従うことができる、はる
かに多い可能なワークフローがある。これらは、限定はしないが、「クリック・ツー・コ
ール」、「クリック・ツー・ロケート」、「クリック・ツーＳＭＳ」、「クリック・ツー
画像送信」、「クリック・ツー後で処理」を含むことができ、ユーザのデバイスの利用可
能でアクセス可能な機能によってのみ制限される。広告に関連付けられた、利用可能にさ
れるべきアクションのリストは、それらがアクションを活動化した場合、得られたワーク
フローがどうなるかを識別するためのそれらのアクションのアイコン視覚表示とともにユ
ーザに与えられる。このリストは、サブメニュー上で専用デバイスキーまたは割当てソフ
トキーによって活動化されるか、あるいは、専用デバイスキーまたは割当てソフトキー、
または他のユーザデバイス間対話方法を使用することによって直接活動化される、広告内
で選択可能なアクションとして提示できる。
【００２３】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的
で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。
ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施できることは明白であろう。他
の例では、これらのバージョンを簡潔に説明するために、よく知られている構造およびデ
バイスをブロック図の形態で示す。
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【００２４】
　さらに、「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをする
ことを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様また
は設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきで
はない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な形で提示するものである。
【００２５】
　本装置および本方法は、ワイヤレス環境での使用に特に好適であるが、限定はしないが
、通信ネットワーク、インターネットなどの公衆ネットワーク、バーチャル・プライベー
トネットワーク（ＶＰＮ）などのプライベート・ネットワーク、ローカルエリア・ネット
ワーク、ワイドエリア・ネットワーク、長距離ネットワーク、または任意の他のタイプの
データ通信ネットワークを含む、任意のタイプのネットワーク環境で適していることがあ
る。
【００２６】
　図１を参照すると、一態様によれば、通信システム１０は、広告主１４に代わって、市
場プラットフォーム１２によるモバイル通信デバイス１６の集団に対する広告キャンペー
ンの生成、展開および追跡を可能にする。マーケティング・プラットフォーム１２は、ネ
ットワーク通信構成要素１８を利用して、ネットワーク無線アクセス技術２４とモバイル
通信デバイス１６のアンテナ２６との間のワイヤレス・データパケット・エアインターフ
ェース２２として示される通信リンクを形成する通信ネットワーク２０に参加する。市場
プラットフォーム１２は、モバイル通信デバイス１６の制約、広告主１４によって可能に
なる対話、およびさらに広告主のロイヤルティ負担選好を反映するように、広告キャンペ
ーンを最適化することができる。
【００２７】
　モバイル通信デバイス１６は、実行される通信のタイプにおいて制限される通信モジュ
ール２８を有することができる。これらの制約は技術的またはプログラム的とすることが
でき、後者は、通信ネットワーク２０との加入者契約または他の外部のファクタを指す。
たとえば、デバイスは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）（すなわち、テキス
ト・メッセージング）、ウェブ・ブラウザ、電子メール、電話サービスなどをサポートす
ることができる。いくつかの例では、通信デバイス１６のユーザ・インターフェース３０
は、通信のタイプに対して制限または選好をも課することができる。たとえば、ディスプ
レイサイズ、利用可能な入力デバイス（たとえば、デュアルトーン・マルチフリークエン
シー（ＤＴＭＦ）キーパッド対ＱＷＥＲＴＹキーボード）などは、広告主とのいくつかの
対話を実行可能な、または望ましいものにすることができる。通信デバイス１６がモバイ
ルである態様の場合、エアインターフェース２２は、広告主１４と対話するためのオプシ
ョンを変更することを保証する低減されたスループット状況など、動的に変化することが
できる。図１の記述では、これらの制約／機能は通信タイプＡ３２、通信タイプＢ３４、
通信タイプＣ３６および通信タイプＤ３８に関して広告主１４に対して示され、通信タイ
プＣ３６は使用可能ではない。通信デバイス１６の制約／機能は、通信タイプＢ３４が使
用可能ではないことである。したがって、市場プラットフォーム１２の広告エディタ４０
は、広告主１４と対話するために通信デバイス１６に適した広告キャンペーンを定義する
ための、利用可能な通信タイプＡ３２、通信タイプＤ３８のサブセットを実装することが
できる。
【００２８】
　広告主１４への価値、したがって広告キャンペーンのロイヤルティ負担可能性を向上さ
せるために、市場プラットフォーム１２のロイヤルティ最適化構成要素４２は、１つの通
信タイプＤ３８が広告主１４にとってより大きい価値を有すると考え、これは、４９にお
いて示す対話を実行するために、広告主１４に固有のアクセス・データ４８によって指定
されるように、通信デバイス１６の通信タイプＤ３８にアクセスするためのアクションＤ
４６を含む、エディタ構成要素４０によって生成された広告４４として示される。アクシ
ョンＤ４６とペアにされたアイコンＤ５０は、アクションＤ４６のタイプをユーザに直観
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的に示唆する。広告４４のメディア・コンテンツ５２は、アイコンＤ５０とのユーザ対話
を促進するのを支援するための情報または刺激を伝達する。広告選択構成要素５４と広告
追跡構成要素５６の両方はまた、通信デバイス１６のメモリ５８に常駐し、提示する機会
を認識し、広告キャンペーンのリーチ・フリークエンシー時間目的を満たす広告４４をそ
れぞれ追跡し、市場プラットフォーム１２のキャンペーン配信追跡構成要素５９に対して
、いくつかの例における、提示される機会とユーザ応答の両方を報告する。
【００２９】
　アクション定義、アイコン・グラフィック、およびアクション定義と特定の広告とに対
する特定のアイコン・グラフィックの割当ては、別個の通信とすることができることを、
本開示の利益とともに諒解されたい。たとえば、モバイル通信デバイス１６は、複数の選
択可能なアクション（たとえば、クリック・ツー・コール、クリック・ツー・テキストメ
ッセージなど）を有するように相手先商標製造会社（ＯＥＲ）によって構成できる。ある
時点で、各アクションを、機能を図式的に示唆する１つまたは複数のアイコンに関連付け
ることができる。各アクションに対する複数のそのようなアイコンは、様々なユーザ選好
、特定の広告に適したスタイル要件、ユーザまたは広告主にとって言外の意味を有する他
のグラフィカル・ユーザ・インターフェースとの相関などに対して望ましいとすることが
できる。モバイル通信デバイス１６を前にプロビジョニングすることはまた、アイコン・
グラフィックまたはアクション命令を各広告とともに再送信するように要求しないことに
よって、スループット効率をもたらすことができる。
【００３０】
　ロイヤルティ最適化構成要素４２は、ユーザがあるタイプの通信（アクション）に応答
する可能性などの追加のファクタを扱うことができることを諒解されたい。たとえば、使
用のパターンにより、特定のユーザが、ウェブサイトにブラウズするためにその人の通信
デバイスを使用しないことを選好するが、代わりに広告主と話すためにクリック・ツー・
コール・アクションを受け入れることがわかる。ロイヤルティ負担対話をより少なくする
ユーザ・アクションの確率がより高くなることが、特定の通信デバイス１６に対する最適
解とすることができる。収入最適化は、各モバイル通信デバイス１６が、アクションの各
タイプに与えられた値、デバイス１６上で利用可能なアクションについてのフィルタ処理
、ユーザに対して確立された暗示的または明示的のいずれかのビヘイビア選好などのファ
クタに基づいて最適化された配信機能とすることができる。
【００３１】
　図２、図４、および図８～図１６に、請求する主題による方法および／または流れ図を
示す。説明を簡単にするために、方法を一連の行為として図示し説明する。本発明は、図
示する行為によって、および／または行為の順序によって限定されないことを理解し、諒
解されたい。たとえば、行為は、本明細書で提示および説明していない様々な順序で、お
よび／または他の行為と同時に行われることがある。さらに、請求する主題による方法を
実装するために、図示のすべての行為が必要とされるわけではない。さらに、方法は、状
態図による一連の相互に関連する状態またはイベントとして代替的に表現できることを当
業者ならば理解し、諒解するであろう。さらに、以下および本明細書の全体にわたって開
示する方法は、そのような方法をコンピュータに移送および転送することを可能にする製
造品に記憶することが可能であることをさらに諒解されたい。本明細書で使用する製造品
という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可
能なコンピュータ・プログラムを包含するものとする。
【００３２】
　図２には、一態様による、市場プラットフォーム１２と広告主１４とモバイル通信デバ
イス１６との間のモバイル広告における複数のアクションおよびアイコンのための方法６
０が示されている。直観的に説明するためのペアにされたアクション・アイコンのインベ
ントリを維持する（ブロック６２）。モバイル通信デバイス１６の集団の構成情報を市場
プラットフォーム１２に搬送する（ブロック６４）。この構成情報は、どんなタイプの広
告アクションが実行可能であるか、望まれるか、または効果的であるかを指定することが
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できる。広告主プラットフォーム１４は、広告アクションをターゲットにするためのキャ
ンペーン・アクセス・データを与える（ブロック６６）。例は、ボイス電話番号、ウェブ
サイト、パンフレットダウンロードリンク、電子メールアドレスなどである。メディア・
コンテンツも搬送する（ブロック６８）。たとえば、商標ロゴおよび広告スローガンを組
み込むことができる。アクションの選好を広告主プラットフォーム１４から市場プラット
フォーム１２に搬送する（ブロック７０）。
【００３３】
　市場プラットフォーム１２は、モバイル構成デバイス１６と広告プラットフォーム１４
の両方に適したアクションのサブセットを判断する（ブロック７２）。市場プラットフォ
ーム１２に対するロイヤルティを最大にすることを伴うことができるロイヤルティ最適化
を実行する（ブロック７４）。モバイル通信デバイスへの頒布に適しており、広告主アク
セス・データと、モバイル通信デバイスの集団および特定のターゲット・デバイスに対す
るリーチ・フリークエンシー時間の提示目的と、（１つまたは複数の）アクション・アイ
コンとを含んでいる広告を構成する（ブロック７６）。広告をモバイル通信デバイス１６
に配信する（ブロック７８）。たとえば、広告は、要求／受信しているモバイル通信デバ
イス・チップセットおよびソフトウェア・プラットフォームに適した画像とすることがで
きる。
【００３４】
　好適な時間において、リーチ・フリークエンシー時間選択構成要素は、新しい広告を書
き込むためにデバイス使用を監視する（ブロック８０）。たとえば、ユーザは、ユーザ・
インターフェースと対話していることがあるので、ユーザが広告を知覚する相応の可能性
がある。ユーザによるこの可能性がある閲覧を追跡するために、この提示をログ記録する
（ブロック８２）。閲覧は、触覚広告または可聴広告を含むことができるか、または触覚
広告または可聴広告の代わりに使用できることを諒解されたい。デバイス１６が追加の広
告を必要とする場合、市場プラットフォーム１２は、周期的にまたは要求時に、より多く
を配信することができる（ブロック８４）。ロイヤルティは、広告主への多くのまたは任
意の直接的な接触を必ずしも生じるわけではない画像広告などについて、リーチ・フリー
クエンシー時間追跡に基づくことができることを諒解されたい。
【００３５】
　ユーザがアクション・アイコンを選択し、広告主と対話した場合、モバイル通信デバイ
ス１６は、広告主プラットフォーム１４へのアクセス・データに従って、またはこの次の
アクションがどこに向けられていても、規定のアクションを実行する（ブロック８６）。
たとえば、ネットワークオペレータが実現を可能にすることができる。デバイス１６また
は市場プラットフォーム１２は、このユーザ・アクションを追跡し（ブロック８８）、市
場プラットフォームへの広告報告を含み（ブロック９０）、次にロイヤルティ料金を計算
し（ブロック９２）、ロイヤルティ料金報告を広告主プラットフォーム１４に送信する（
ブロック９４）。
【００３６】
　例示的な実装形態では、広告プラットフォームからマイクロ・ターゲッティングされた
広告を選択するために、ユーザ・ビヘイビア（たとえば、ロケーション、モバイル通信デ
バイス上での広告との対話など）を特徴づける、市場プラットフォームを設けるエンド・
ツー・エンドのモバイル広告システムにアクション・アイコンを導入することができる。
市場プラットフォームは、通信デバイスに適した提示に必要なフォーマッティングを処理
する。広告は、好適な層（「リーチ」）と、提示の好適な数（「フリークエンシー」）と
、および効果的な継続時間（「時間」）とについてネゴシエートされたタグに従って、特
定のスケジュールされたウィンドウ内に提示される。また、広告がスケジュールメトリッ
クを含む時間クーポン広告キャンペーンをサポートする。インプレッション広告の場合で
も、ビヘイビアの変化（たとえば、予測される競合者に進まない、広告主のロケーション
に進む、広告主に発呼する、将来参照するために広告をクリップするなど）を判断するた
めに、ユーザ・ロケーションおよび／または通信デバイスとの対話を監視することによっ
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て有効性を測定する。この有効性は、ユーザに対する特定の広告キャンペーンのリーチ・
フリークエンシーおよび継続時間をキャプチャするために、アプリケーションおよび／ま
たはプラットフォームにわたってさらに追跡される。市場プラットフォームは、モバイル
通信デバイスが必要とする特定のフォーマットに対するインターフェースを処理するだけ
でなく、プライバシーの理由のために、広告を提供する広告エンティティからユーザ識別
情報を保全する。
【００３７】
　図３を参照すると、一態様によれば、通信システム１００は、広告主の広告プラットフ
ォーム１０２のリーチを、モバイル通信デバイス１０４として示されているクライアント
・デバイスの集団に拡大するためのエンド・ツー・エンドの解決策を広告主に提供するが
、モバイル通信デバイス１０４は、広告プラットフォーム１０２によって使用される他の
通信チャネルとは著しく異なるディスプレイ、通信帯域幅、およびユーザ対話を有する。
市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２とモバイル通信デバイスと
の間のインターフェースを与え、モバイル通信デバイス１０４の特定の必要を処理する。
たとえば、市場プラットフォーム１０６は、広告主が他の広告配信および通信チャネル（
たとえば、ウェブポータルなど）のために使用される１つの広告インベントリ１１０を維
持することができるように、広告プラットフォーム１０２に代わって広告をフォーマッテ
ィングするフォーマッティング構成要素１０８を含む。したがって、広告プラットフォー
ムは、モバイル通信デバイス１０４の各構成１１２のための無数の提示制約について最新
の状態を保つ必要はない。したがって、広告は、特定のモバイル通信デバイス１０４のユ
ーザ・インターフェース１１４に応じて適切な対話オプションを用いた適切なレンダリン
グで提示できる。
【００３８】
　市場プラットフォーム１０６は、モバイル・デバイス１０４の集団の「リーチ」を判断
することによって、広告主に付加価値を提供する。市場プラットフォーム１０６が広告の
提示のための機能を知っているだけでなく、ユーザ・インターフェース１１４を介して、
および／またはモバイル通信デバイス１０４のロケーション感知構成要素１１６によって
、ユーザのビヘイビア（たとえば、呼履歴、モバイル広告との対話など）が感知される。
これらのビヘイビア指示は、同じくモバイル通信デバイス１０４上に常駐する広告クライ
アント１１８によって報告される。それによって、市場プラットフォーム１０６は、ビヘ
イビアおよび人口統計データをデータベース１２０に記憶することによって、モバイル通
信デバイス１０４に関する「疑わしい」人口統計データを超えることができる。広告予測
構成要素１２２は、このデータを分析して、モバイル通信デバイス１０４のユーザについ
ての直接感知されたまたは解釈されたビヘイビアを特徴づける。
【００３９】
　モバイル通信デバイス１０４が追加の広告を必要とするとき、広告クライアント１１８
は要求を作成し、その要求は市場プラットフォーム１０６によってフォワーディングされ
る。後者を達成すると同時に、広告プラットフォーム１０２がモバイル通信デバイス１０
４の特徴づけのみを知るように、プライバシー構成要素１２４を用いて個人の識別情報を
フィルタ除去する。代替的に、市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１
０２の広告インベントリ１１０における様々な広告にアクセスでき、広告マイクロ・ター
ゲッティング構成要素１２６を利用して、広告予測構成要素１２２によって維持される特
徴づけに従って要求モバイル通信デバイス１０４のための適切な広告を選択する。モバイ
ル通信デバイス１０４は、ユーザ・インターフェース１１４上に広告を提示し、その使用
を広告クライアント１１８を介して市場プラットフォーム１０６に報告する。そのデータ
は、広告主が広告キャンペーンの効果を評価することができるように、広告プラットフォ
ーム１０２に適合するデータフォーマットに従って報告フォーマッティング構成要素１２
８によって処理できる。特に市場プラットフォーム１０６に支払うべき支払いの額が広告
追跡データに関係する場合、広告追跡データはまた、支払い請求構成要素１３０によって
処理できる。ユーザが、提示された広告に関連する商品またはサービスを購買する希望を
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示す方法でユーザ・インターフェース１１４と対話した場合、市場プラットフォーム１０
６は、広告仲介販売構成要素１３２を与え、現在の支払い請求方法、認証方法、およびプ
ライバシーフィルタを活用して、広告プラットフォーム１０２とモバイル通信デバイス１
０４のユーザとの間のトランザクションを可能にする。
【００４０】
　広告へのリーチ・フリークエンシー、および露出時間は、ユーザ１４０が複数のコンピ
ューティング環境（たとえば、アプリケーション、デバイスなど）にわたって同じ広告キ
ャンペーンに露出される場合を取り込むために、拡大できる。たとえば、ユーザ１４０は
、複数のアプリケーション（たとえば、ＷＡＰブラウザ、ゲーム機、通信デバイスメニュ
ーなど）を提示することが可能なユーザ・インターフェース１１４をもつ１つのクライア
ント・デバイス（たとえば、モバイル通信デバイス１０４）と対話する。代替的にまたは
追加として、ユーザ１４０は、市場プラットフォーム１０６に応答する広告クライアント
１４６を同じく有する別のクライアント・デバイス１４４の第２のユーザ・インターフェ
ース１４２と対話することができる。市場プラットフォーム１０６の永続的リーチ・フリ
ークエンシー時間追跡構成要素１４８は、モバイル通信デバイス１０４およびクライアン
ト・デバイス１４４に命令し、露出メトリックとの部分的な適合に関する報告を受信して
、いつ広告ターゲットが満たされたかを判断する。
【００４１】
　そのような永続的リーチ・フリークエンシー時間広告の一例は、ビヘイビア（たとえば
、モバイル通信デバイス１０４上のＷＡＰブラウザ上で実行された検索、スケート・ボー
ド・レクリエーション・センターへの頻繁な近接、応答形オプトインなど）に基づいて市
場プラットフォーム１０６がスケート・ボード・ファンであると判断した１４歳の少年ジ
ョーイである。スポーツシューズ製造業者は、スケート・ボード・イベントにおいてその
製品の使用を促進する広告キャンペーンを有することがあり、その広告を受信するジョー
イのようなユーザの分類を選択した。特に、このキャンペーンは、適切な傾向の各受信者
（すなわち、リーチ）が、合計３０秒の継続時間（すなわち、時間）の間、少なくとも４
回（すなわち、フリークエンシー）広告を受信することを指定する。この露出メトリック
を満たす機会は、ジョーイが彼のモバイル通信デバイス１０４上でスケート・ボード・ゲ
ームをプレイすることを選択したとき、一部実現できる。ジョーイが彼の株価を閲覧する
ために金融ウェブページにアクセスしたとき、露出時間の別の部分が生じることがある。
初期起動時にユーザ・インターフェース１１４のホーム画面を閲覧しているとき、これは
ジョーイがクライアント・デバイス１０４を閲覧していることを暗示し、広告を提示する
ための別の機会が生じることがある。
【００４２】
　別の例として、若年成人クリスは、時々いくつかの異なるクライアント・デバイス１０
４、１４４と対話することがあり、これらのデバイスは、グラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェースをもつパーソナル・セルホン、ワイヤレス対応ポータブルゲーム機、大部分は
電子メールのために使用されるセルホン対応ハンドヘルドまたはタブレット・デバイスな
どを含む。市場プラットフォーム１０６は、これらのデバイスの２つ以上（図示せず）に
関連付けることができ、それらのデバイスの使用を同じユーザに関連付け、それによって
、選択された広告キャンペーンに関連付けて、追加の機会が広告への所要のフリークエン
シーおよび／または露出継続時間を完了することができるようにする。
【００４３】
　いくつかの適用例では、ユーザ１４０は、動的公衆広告（たとえば、アクティブなビル
ボード）を閲覧するなど、第２のクライアント・デバイス１４４と受動的に対話する。こ
の受動対話の判断は、モバイル通信デバイス１０４のロケーション感知構成要素１１６か
らのロケーションデータを、クライアント・デバイス１４４の感知されたまたは所定のロ
ケーションと相関させる永続的リーチ・フリークエンシー時間追跡構成要素１４８によっ
て判断される。これは、ただ１人の、または数人の個人が動的広告ディスプレイを見るこ
とが可能な場合など、広告のマイクロ・ターゲティングとすることができる。代替的にま
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たは追加として、動的公衆広告プラットフォームは、ハイウェイのそばで、または人が多
い歩行者用道路でなど、より大きい集団によって同時に閲覧される大きい動的ディスプレ
イとすることができる。提示される広告を動的に変化させるための収入最適化システムは
、閲覧者の一部、多数、または全部の現在の人口統計および／またはビヘイビア・プロフ
ァイリング特徴づけに関するフィードバックから利益を得ることができる。したがって、
一般に適用可能なソフトドリンク広告を、提示されるデフォルト広告とすることがある。
【００４４】
　たとえば、製薬または医療デバイス製造業者が進んで１人当たり割増広告レートを支払
う対象の会議または病院の近接度により、２０人のユーザがある医学専門分野の専門家と
しての分類を有するものとして検出されたとき、広告イベントがトリガされる。別の例と
して、スポーツイベントが終了し、次いで、多数のスポーツファンが去る。ファンの圧倒
的な数により、最適な収入を生成する広告は、１人当たりの割増金はより低いが、全体的
な価値はより大きい広告へと変化する。この最適化では、集団の移動の相対速度をさらに
考慮に入れて、追加の広告時間を販売する機会とのバランスがとれた効果的な露出を行う
ための方法で広告を変化させることができる。
【００４５】
　広告を提示するための機会について、クライアント・デバイス１０４上の様々なアプリ
ケーションのコンピューティング環境にわたる監視、さらには他のクライアント・デバイ
ス１４４に対する監視をさらに活用して、市場プラットフォーム１０６に報告するための
ユーザ・ビヘイビアをキャプチャすることができる。たとえば、ユーザ１４０が、ＷＡＰ
ブラウザ検索エンジンにキーワードを入力し、それがキャプチャされる。ポータルウェブ
ページ上に与えられるナビゲートリンクを追跡することができる。ダウンロードおよび使
用について、メディア・コンテンツ、ゲーム・コンテンツ、ユーティリティ・アプリケー
ションの選択を追跡することができる。モバイル通信デバイス１０４の集団に非ターゲッ
ト様式で送信される広告のいくつかのクラスとの対話に留意することができる。許される
範囲内で、あるビジネスエンティティとの通信（たとえば、電話通話）をキャプチャする
ことができる。したがって、いくつかのモバイル通信デバイス１０４によって与えられる
一意の対話形態により、ターゲットマイクロ広告のためのユーザのビヘイビア・プロファ
イリングを向上させることができる。そのようなキーワード特徴づけの調整または制御は
、広告クライアント１１８および１４６によって与えられる機能を用いてクロス・プラッ
トフォーム検索モニタ１５０において実行できる。
【００４６】
　アイコンによって表され、広告への応答のユーザの選択に基づいて活動化される、ユー
ザ・インターフェース１１４とともに使用される複数のアクション、特にモバイル通信デ
バイス１０４によって利用可能になる通信機能によって可能になるアクションによって、
デバイスＵＩにさらなる拡張を与えることができる。代替的にまたは追加として、それら
のアクションは、広告主の選好に基づいて選択できる。代替的にまたは追加として、それ
らのアクションは、市場プラットフォーム１０６のための収入を生成するための傾向に基
づいて選択できる。
【００４７】
　市場プラットフォーム１０６は、選択的広告アクション・ユーティリティ１５２を利用
して、そのようなアクションおよびアイコンおよび機能を、モバイル通信デバイス１０４
に配信される広告に組み込むことができる。たとえば、ある広告主は、ウェブサイト、電
話カスタマーサービス番号、電子メール応答、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ
）テキスト応答、クリック・ツー・バイ・ショッピング・カート・インターフェース（た
とえば、モバイル通信デバイス１０４のユーザとの、事業者の支払い請求契約によって処
理された支払いおよび出荷情報）へとユーザを駆り立てることを望む。アイコンまたは他
の手段によって表されるクリック・ツー・クーポンアクションにより、モバイル通信デバ
イス１０４自体が、手で運ぶ「クーポン」として働くことができるようになり、あるいは
、小売業者が受け入れるための、またはユーザがオンラインで入力するための、引替えコ
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ードまたはレンダリングされたバーコードを提示する。クリック・ツー・プロモーション
・アクションにより、市場プラットフォーム１０６は、選択的にユーザの特定のクラス、
あるいは個人のユーザをディスカウントのターゲットにすることができるようになる。
【００４８】
　広告との様々な種類の対話が、広告主にとって様々な価値を有する傾向があるので、提
示されるアクションの選択は、優先順位の降順で行われるか、または市場プラットフォー
ム１０６への異なる報酬値を生じることがある。たとえば、クリック・ツー・バイ・アク
ションが最も高い価値を有することがあるが、これは、モバイル通信デバイス１０６を用
いた契約上の取決めの場合、不適当であることがあり（たとえば、未成年の青年）、また
はそのタイプの広告（たとえば、サービスのためのインプレッション広告）の場合、適し
ていないことがある。セカンドティアを、広告主との直接接触（たとえば、クリック・ツ
ー・コール、クリック・ツー電子メール、またはクリック・ツー・テキスト）とすること
ができる。より低いティアを、少しの関心のみを示す対話（たとえば、クリック・ツー・
ロケート、クリック・ツーコンテンツ、クリック・ツー保存（広告またはクーポン）など
）とすることができる。
【００４９】
　ユーザのプライバシーは、広告プラットフォーム１０２とユーザ１４０の間に市場プラ
ットフォーム１０６を置くことにとって有益であるが、いくつかのアプリケーションでは
、消費者間広告機能を通信システム１００によって可能にすることができる。市場プラッ
トフォーム１０６は、ダイレクト・マーケティング・キャンペーンをオプトインする可能
性があるユーザ１４０に広告主を紹介するブローカーとして働くことができる。別の例と
して、個人または団体（「信頼できるエンティティ」）１５４が、ダイレクト・マーケテ
ィング機能へのアクセスを可能にするコードまたはパスワードなどの受信人許可の表示１
５６を得ることができる。たとえば、専門の団体が、その組織に関する契約上の許可を登
録によって得て、そのメンバーへの直接広告に関して市場プラットフォーム１０６とネゴ
シエートすることができ、セミナーへの登録の容認を可能にすることなどを行う。別の例
として、ある友人が、仲間内で顕著に表示されるように誕生日広告をスケジュールして、
しかも多くのボイスメールを残すという不便なしに、他のメッセージ・フォーマットより
も気づかれる可能性を高くすることができる。さらに別の例として、ある広告主が、ある
航空会社の非常に常連の旅客など、特別なステータスにある何人かのユーザにのみ、進ん
で特別割引を与える。そのような個人に対して、広告主が区別するように選択した人々に
はそのような申し出を広く利用可能にすることなしに、ターゲット・クリック・ツー・ク
ーポンを送信することができる。
【００５０】
　図４には、一態様による、モバイル通信デバイス１０４と市場プラットフォーム１０６
と広告プラットフォーム１０２との間の対話による、エンド・ツー・エンドのモバイル広
告のための方法２００が示されている。ユーザ１４０は、モバイルである必要はないクラ
イアント・デバイス１４４をも利用することができ、市場プラットフォーム１０６は、適
用例によっては、これらの通信ステップのうちのいくつかを、デバイス１０４とデバイス
１４４のいずれかまたは両方と調整することを諒解されたい。ブロック２０２において、
市場プラットフォーム１０６は人口統計データの集合を処理することによって開始する。
そのようなデータは、値を有するが、ユーザがいくつかの理由で正確または完全な自己評
価を常に与えるわけではないという点で「疑わしい」と示される。２０４において、この
人口統計データは、モバイル通信デバイス１０４によって市場プラットフォーム１０６に
与えられるロケーション・リポーティングによって増補される。このロケーションデータ
は、そこから通信が発信する現在のセルまたはワイヤレスノードを仮定すれば、近似的と
することができる。このロケーションデータは、モバイル通信デバイス１０４に組み込ま
れた全地球測位システム（ＧＰＳ）エンジンから正確に決定でき、特定の物理的アドレス
に対してユーザのロケーションを識別するために十分に正確である。さらに、２０６にお
いて、報告として示される、呼アクティビティがユーザ・ビヘイビアを与える。ブロック
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２０８において、この収集されたユーザ・ビヘイビアデータをビヘイビア・プロファイリ
ングのために分析する。本明細書で使用する場合、ビヘイビアプロファイルは、人口統計
変数、ビヘイビア変数、およびＩＡＯ変数に役立つ他の情報（すなわち、興味、態度、お
よび意見）を包含するが、本明細書の態様に一致するいくつかの適用例は、そのような変
数のサブセットに限定されることがあることを諒解されたい。
【００５１】
　ブロック２１０において、市場プラットフォーム１０６は、モバイル通信デバイス１０
４の広告市場の予測を実行する。たとえば、現在の広告使用および全体的なモバイル通信
デバイス１０４の使用を、ビヘイビア・プロファイリングに基づいて特定の広告主から利
益を得る、モバイル通信デバイス１０４の何人かのユーザの性向と組み合わせることがで
きる。２１２に示すように、この広告予測は、広告キャンペーンを広告プラットフォーム
１０２とネゴシエートするためのベースとして役立つことができる。キャンペーンは、リ
ーチ（たとえば、ビヘイビア・プロファイリングに基づいて商品またはサービスに対して
高い相関をもつモバイル通信デバイス１０４のユーザのサブセット）、各ユーザへの広告
提示のフリークエンシー、選択されたユーザごとの広告の累積閲覧時間、および／または
競合者または広告主のビジネスロケーションの近位のユーザに対するロケーション制限に
関して定義できる。広告キャンペーンは、開始時間および／または終了時間についての制
限をもつ特定のカレンダー・スケジュールに制限されることがある。スケジュール制約は
、ディナータイムの近くにレストランを訪問するかまたはコンサートに参加するように促
されるであろう人々など、特定の時間にアクティブであるユーザに焦点を当てるキャンペ
ーンのための時刻スケジュール制限を備えることもできる。市場プラットフォーム１０６
は、広告主が有効性を判断するための貴重なフィードバック・ツールとして役立つことが
できる広告使用の追跡を行うこともできる。追跡は、市場プラットフォーム１０６のエン
ド・ツー・エンドのモバイル広告サービスを評価するためのベースとして役立つことがで
きる。
【００５２】
　広告キャンペーンを設定して、２１４において、モバイル通信デバイス１０４が、追加
の広告が必要であることを市場プラットフォーム１０６にシグナリングすると、２１６に
おいて、市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォームに単一のフォーマット広
告を要求する。２１８において、広告プラットフォーム１０２は単一のフォーマット広告
を与える。
【００５３】
　ブロック２２０において、市場プラットフォーム１０６は、１つまたは複数の広告を要
求元のモバイル通信デバイス１０４に適したフォーマットにフォーマッティングする。市
場プラットフォーム１０６は、適切なビヘイビア・プロファイリングを有すると考えられ
るモバイル通信デバイス１０４に広告をマイクロ・ターゲッティングする。フォーマッテ
ィングの一部は、広告キャンペーンのためにネゴシエートされた用語によるタグ付けメト
リックを含む。これらのタグの例には、提示のフリークエンシー、提示の継続時間、スケ
ジュールウィンドウ、ロケーション制約などがある。２２２において、カスタム・フォー
マッティングされた広告を市場プラットフォーム１０６からモバイル通信デバイス１０４
に送信する。
【００５４】
　２２４において、モバイル通信デバイス１０４は、タグ付けされたメトリックによる広
告を提示する。２２６に示すように、モバイル通信デバイス１０４による広告使用の追跡
を市場プラットフォーム１０６に間欠的に報告する。さらに、２２８に示すように、いく
つかの態様はロケーション・リポーティングを含む。この広告およびロケーションの追跡
を用いて、市場プラットフォーム１０６は、インプレッション広告の成功または失敗を推
定するために、広告提示を、監視されたロケーション（たとえば、競合者、広告主のビジ
ネスロケーションなど）のデータベースに対するユーザのロケーションと相関させる。２
３２に示すように、モバイル通信デバイス１０４は、いくつかの態様では、ユーザによっ
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て直接ダイヤルされるか、またはモバイル通信デバイス１０４の「クリック・ツーダイヤ
ル」機能を使用することによって自動的にダイヤルされるなどの呼アクティビティを報告
する。いくつかの態様では、２３４において、モバイル通信デバイス１０４は、広告対話
アクティビティ（たとえば、ユーザが広告を将来検討するために保存する「クリック・ツ
ー・クリップ」、広告または広告のより詳細なバージョンを閲覧するためにウィンドウを
起動する「クリック・ツー・グランス」、ユーザを広告主のロケーションに案内する「ク
リック・ツー・ロケート」など）を報告することができる。
【００５５】
　タグ付けされたメトリックは、追跡されるべきビヘイビアに向かってユーザを導く情報
またはアクティブ・コンテンツを与えることによって、ユーザ・ビヘイビアを可能にする
ことができる。いくつかの例では、広告主は、いくつかの種類のユーザ・ビヘイビアのみ
を追跡すべきか、または、効果的な広告を示すものとしていくつかのビヘイビアをより重
く重み付けすることを規定することができる。たとえば、クリック・ツー・ロケート・ア
クションは、クリック・ツー保存よりも強い指示とすることができ、クリック・ツー保存
は、順に、必ずしも広告ビジネスを訪問することの証明ではないロケーション近接度より
も強い指示とすることができる。
【００５６】
　２３６において、報告された使用データに基づいて、市場プラットフォーム１０６は、
広告とのいくつかの種類のユーザ対話に基づいて、広告プラットフォーム１０２とともに
仲介された販売を実行する機会を有することができる。２３８において、報告された使用
データに基づいて、市場プラットフォーム１０６は、非個人化広告追跡データを広告プラ
ットフォーム１０２に報告することができる。この非個人化は、広告主の関心対象である
データに適合するフォーマットに、データを要約することができる。非個人化は、ユーザ
プライバシーを保持するために、個々の識別情報の代わりに広告の消費者の分類を使用す
ることができる。２４０において、市場プラットフォーム１０６は、使用の追跡に対応す
る未払金額に基づくなど、広告支払い請求を報告することができる。
【００５７】
　図５において、例示的な通信システム３００は、一実装形態によれば、広告主／代理店
広告サービング・プラットフォーム３０４と、オペレータおよび出版者３０６と、モバイ
ル通信デバイス３０８の集団との間でインターフェースするモバイル広告プラットフォー
ム３０２から利益を得る。特定のユーザ１４０（図３）は、いくつかの広告目的を達成す
るために、モバイル広告プラットフォーム３０２によって調整できる２つ以上のモバイル
通信デバイス３０８を使用することができることを諒解されたい。ユーザはまた、動的公
衆広告ディスプレイ（たとえば、ビルボード、テレビジョン、コンピュータ・ワークステ
ーション、待合室ディスプレイ、公共輸送機関の看板など）３０９として示される固定ク
ライアント・デバイスと対話することができる。モバイル通信デバイス３０８は、そのタ
イプの固定クライアント・デバイス３０９に関係するときに広告への露出を示すことがあ
るユーザ対話の指示（たとえば、移動のパターン）を与える。たとえば、大きいディスプ
レイへの移動は、広告を見る可能性があることを示す。広告サービング・プラットフォー
ム３０４は、オペレータ広告販売３１０、モバイル広告販売３１２、インターネット広告
販売３１４、および／または出版者広告販売３１６などを備えることができ、その特定の
通信プロトコルは、モバイル広告プラットフォーム３０２と通信する広告販売／代理店／
広告主インターフェース３１８によって収容される。いくつかの態様では、オペレータ（
たとえば、ワイヤレス／セルラーキャリア）３０６は、支払い請求などの機能を実行し、
オペレータ／出版者インターフェース３２０を介してモバイル広告プラットフォーム３０
２と通信することによってモバイル通信デバイス３０８の利用可能な集団を推定するのを
支援することができる。モバイル広告プラットフォーム３０２は、管理人が適切なフォー
マッティングおよびタグ付けメトリックを選択できるようにするキャンペーン管理構成要
素３２２を含む。このキャンペーン管理３２２は、アクション管理ユーティリティ３２３
をさらに含むことができ、アクション管理ユーティリティ３２３は、モバイル通信デバイ
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スによって与えられる通信オプションのタイプを示唆するアクションのためのアイコンを
選択するのを支援し、（たとえば、電子メール、直接購買、呼、テキスト・メッセージ、
保存、コンテンツへのナビゲートなどの）アクションのためのワークフロー呼出しコマン
ドおよびパラメータを定義し、ならびに、広告主に適した、および／または収入生成の可
能性のために市場広告プラットフォーム３０２によって好まれるオプションを促すのを支
援する。
【００５８】
　図６において、例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース３２４は、一態様に
よれば、総合ウィンドウ３２６を含み、総合ウィンドウ３２６は、キャンペーン識別情報
入力フィールド３２８（たとえば、９１　４０８１　９０３４）、キャンペーン名称入力
フィールド３３０（たとえば、Ｍａｒｔｉｎキャンペーン）、キャンペーンステータスプ
ルダウンメニュー３３２（たとえば、計画中）、クリック・ツー・アクションリンク３３
４（すなわち、ユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）、たとえば、http://news.
bbc.co.uk）、キャンペーン説明入力フィールド３３６（たとえば、クリック・ツー・ア
クション　ＢＢＣワールド・ニュース・チャンネルのストリーミングを聴取する）、キャ
ンペーン目的入力フィールド３３８（たとえば、ターゲット層、ビヘイビア・プロファイ
リング・カテゴリＫ、Ｔ、ＡＡ、フリークエンシー５、持続時間４５秒）、およびカテゴ
リプルダウンメニュー３４０（たとえば、芸術および文化　芸術（一般））にユーザが入
力することを可能にする。
【００５９】
　例示的なバージョンでは、両方のモバイル通信デバイス３０８はＢＲＥＷ対応である。
カリフォルニア州サンディエゴのＱＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたＢｉｎａｒｙ　
Ｒｕｎｔｉｍｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ（登録商標）（Ｂ
ＲＥＷ（登録商標））ソフトウェアは、ワイヤレス・セルラー電話などのコンピューティ
ング・デバイスのオペレーティング・システム上に存在する。ＢＲＥＷ（登録商標）は、
コンピューティング・デバイス上で見られる特定のハードウェア機能にインターフェース
のセットを与えることができる。したがって、クリック・ツー・アクションリンク３３４
は、ＢＲＥＷ「クリックＵＲＬ」、またはユーザが広告と対話することができる方法に関
する他の命令（たとえば、クリック・ツー・クリップ、クリック・ツー・コール、クリッ
ク・ツー・グランスなど）を含むことができる。
【００６０】
　グラフィカル・ユーザ・インターフェース３２４はまた、特定のチップセット、ハード
ウェア、および／またはソフトウェア構成とともに動作するモバイル構成デバイス３０８
のサブセットに固有の構成を与える。例示的なウィンドウ３４２では、ユーザは、幅８８
ピクセル×高さ１８ピクセルとして定義されたモバイル広告サイズ８８を選択した。画像
選択フィールド３４４は、手動でリサイズされているか、または自動的にクロップされ、
縮小され、および／またはウィンドウ３４２によってカラーパレットが変更されている、
広告主によって与えられた画像などの画像をキャンペーン管理人が選択できるようにする
。追加のテキスト入力フィールド３４６は、モバイル通信デバイス３０８のこの構成に固
有であるこの広告と対話する方法を表示するための命令などに使用できる。テキスト位置
プルダウンメニュー３４８は、この追加のテキストを配置するか、またはこの例に与えら
れているようにそれを完全に省略することができる。
【００６１】
　図５に戻ると、キャンペーン管理構成要素３２２からのカスタマイズされた広告は、リ
アルタイム・インベントリデータベース３５０に記憶される。一実装形態によれば、オペ
レータ／出版者３０６によって与えられたデータを、データベース３５０に記憶された予
測データとともにインベントリ予測構成要素３５１によって処理することができる。ター
ゲティングおよび広告選択構成要素３５２は、モバイル通信デバイス３０８からの広告要
求を、インベントリ・データベース３５０中のカスタマイズされた広告と一致させる。そ
のようなターゲティングは、固定クライアント・デバイス３０９の広告ディスプレイ３５
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５を選択する公衆広告構成要素３５３を備えることができる。その選択は、固定クライア
ント・デバイス３０９の近傍に移動しているのをモバイル通信デバイス３０８によって検
出されたユーザ１４０（図３）の受動対話に基づいて行うことができる。
【００６２】
　通信プロトコルおよび広告フォーマットは、モバイル通信デバイス３０８に対してマル
チフォーマット広告サービング構成要素３５４によって変換される。例示的な態様では、
ｕｉＯｎｅ（商標）デリバリー・システム（ＵＤＳ）３５８のトリグレット・サービス・
アダプター(Triglet Service Adaptor)（ＴＳＡ）３５６がマルチフォーマット広告サー
ビング機能を実行する。ＢＲＥＷの一部としてＱＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたｕ
ｉＯｎｅ（商標）アーキテクチャは、リッチでカスタマイズ可能なＵＩ（すなわち、アク
ティブ・コンテンツ、無線（ＯＴＡ）でアップグレード可能）の迅速な開発を可能にする
ＢＲＥＷ拡張のセットを与え、適用例以外にダウンロードビジネスを発展させるのに役立
ち、部分または全体のハンドセットＵＩのテーマ構成を行い、ＢＲＥＷ　ＵＩウィジェッ
トを利用する。したがって、ＢＲＥＷ　ｕｉＯｎｅは、ハンドセット、キャリアのカスタ
マイゼーション、および消費者個人化のための製品化までの時間を低減する。これを行う
ために、ＢＲＥＷ　ｕｉＯｎｅは、アブストラクションの明確なセットを与え、ＢＲＥＷ
のアプリケーション開発スタックに２つの新しい層を追加する。ｕｉＯｎｅデリバリー・
システム３５８を使用して、無線でモバイルユーザ・インターフェース（ＵＩ）３６０を
更新する。このデリバリー・システム３５８はスタンドアロン様式で展開でき、オペレー
タが自身のデリバリー・システムの機能を活用できるようにする。ｕｉＯｎｅデリバリー
・システム３５８を用いてｕｉＯｎｅアーキテクチャを展開することによって、特にＢＲ
ＥＷソリューションの他の要素（たとえば、オペレータが適切なインフラストラクチャを
まだ有していないときの、ダウンロード可能なＵＩパッケージの収益化および支払い請求
）とともに展開したとき、さらなる利益を実現することができる。
【００６３】
　ＢＲＥＷ、ｕｉＯｎｅの組込みなどは例示的なものであり、本明細書の態様に一致する
適用例は、他のコンピューティング環境、モバイル・オペレーティング・システム、ユー
ザ・インターフェース、および通信プロトコルを採用することができることを、本開示の
利益とともに諒解されたい。たとえば、ユーザ・インターフェース３６０は、ＪＡＶＡ（
登録商標）アプレットおよび動作環境を採用することができる。
【００６４】
　例示的なバージョンにおいてこのように構成されたモバイルユーザ・インターフェース
３６０は、タブＡ３６２およびタブＢ３６４（たとえば、クリップされた広告サブフォル
ダを含むことができる「ｍｙｓｔｕｆｆ」）を含む。図示のタブＡ３６２が選択され、選
択されたゲーム・ショッピング・オプション３６６、アプリケーション（「ａｐｐｓ」）
ショッピングオプション３６８、テーマショッピングオプション３７０、ショッピング検
索オプション３７２などのオプションを示す。広告バナー広告３７４は、ダイヤルトーン
・マルチ・フリークエンシー（ＤＴＭＦ）キーパッド３７８、専用広告対話ボタン（たと
えば、クリップ）３８０、ならびにおそらくステアリング・ボタン３８４および選択ボタ
ン３８６とともに使用される、追加の広告オプションに達するメニューボタン３８２を使
用するなど、ユーザが広告３７４と対話することができる方法について説明する追加のテ
キスト３７６（たとえば、「＃１ツー・クリップ、＃２ツー・コール」）とともに表示さ
れる。終了ボタン３８８は、メニューシーケンスからのバッキングを可能にする。広告バ
ナー３７４はまた、対話が実行することを図式的に伝達し、ならびにアクションを可能に
する、１つまたは複数のアイコン３７５を組み込むことができる。代替的に、アイコンは
、メニューまたはアイコンバーまたは他のプラットフォームまたは実装形態固有の方法の
範囲内で提示できる。
【００６５】
　モバイル通信デバイス３０８は、広告キャッシュ３９０、広告追跡構成要素３９２、コ
ンテキスト・ターゲティング構成要素３９４、ロケーション監視およびリポーティング構
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成要素３９６、ならびに広告クライアント３９８など、広告３７４とのユーザ対話をサポ
ートし、監視するように動作する機能を与え、それは例示的なバージョンではＢＲＥＷ拡
張である。ロケーション監視およびリポーティング構成要素３９６は、全地球測位システ
ム（ＧＰＳ）４００からロケーションを導出することができる。代替的に、無線周波数識
別システム、ワイヤレス・アクセスポイント、セルラー方向探知などは、ＧＰＳ受信から
一時的に遮蔽されているか、または固有のロケーション感知機能がないモバイル通信デバ
イスに関する近似ロケーション情報を与えることができる。固定クライアント・デバイス
３０９は、感知された値ではなく、モバイル広告プラットフォーム３０２によってアクセ
スされる所定のロケーション値４０１を有することができる。このロケーション情報は、
受動対話がモバイル広告プラットフォーム３０２の公衆広告構成要素３５３によって推測
される公衆広告のために利用できる。
【００６６】
　モバイル広告プラットフォーム３０２は、リアルタイム・インベントリデータベース３
５０中に、モバイル通信デバイス３０８から受信されたデータを記憶する。リポーティン
グおよび分析構成要素４０２は、データベース３５０から受信され、広告追跡識別子フィ
ルタ４０４によって個々の識別情報からフィルタ処理されるデータを要約して、フィルタ
処理して、フォーマッティングする。準備されたデータは、請求書を広告サービング・プ
ラットフォーム３０４に送信する支払い請求構成要素４０６によって、および／または、
オペレータおよび出版者３０６と対話する決済構成要素４０８によって使用される。
【００６７】
　図６に戻ると、ウィンドウ３４２は、そのタイプのモバイル通信デバイス３０８の機能
に適した、広告主によって可能にされる通信方法（たとえば、テキスト・メッセージング
、電子メールを送ること、ウェブページ、電話通話など）に適した、および／または市場
広告プラットフォーム３０２のための収入生成の可能性にとって最適な広告アクションお
よびアイコン選択を可能にすることができる。複数のバナーサイズの選択ラジオボタンお
よび記述４１０は、画像選択フィールド３４４中の選択されたバナー４１２のレンダリン
グを変更して、特定のタイプのモバイル通信デバイス３０８に適するようにすることがで
きる。
【００６８】
　割り当てられたアイコンによって表される様々なアクションは、組込みのために、ドラ
ッグアンドドロップによって、または選択することによってなどで選択できる。適用例に
よっては、総合ウィンドウ３２６で定義された対応するアクション情報を有しないなど、
特定の広告に適さない場合、または、そのタイプのモバイル通信デバイス３０８上で利用
可能でない場合、それらのアクション・アイコンは使用不能になる（たとえば、グレー表
示される）。図示されていないが、モバイル通信デバイス３０８によってサポートされる
場合、選択は複数のアクションを広告に追加できるようにすることができる。代替的にま
たは追加として、複数の選択が利用可能なときに好まれるアクション選択の階層を、第１
の選択を表示して指定することができる。特定のモバイル通信デバイス３０８上に実際表
示されるアクション・アイコンは、ユーザの契約上の関係またはローカルアクセスネット
ワーク上の制限を適応させるように動的に変更できる。たとえば、ユーザがショート・メ
ッセージ・サービスの代金を支払っていなかったり、または、サービスがある場所におい
て利用可能でないことがある。
【００６９】
　機能を示唆し、ならびに広告の広範囲の対話可能性を与えるアクション・アイコンの例
には、限定はしないが、以下のものがある。（１）クリック・ツー・コール・アイコン４
２０は、発呼を促進するために、広告主によって指定された番号にダイヤルする。（２）
クリック・ツーＷＡＰ（ワイヤレスアプリケーションプロトコル）アイコン４２２は、ブ
ラウザを起動し、ユーザが広告バナー４１２上で与えられたリンクを手動でタイプできる
ようにする。（３）クリック・ツー・ランディング・アイコン４２４は、ブラウザが前の
ページまたはホームページに戻ることができるようにし、これは、制限されたスループッ
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ト・ワイヤレス・チャネルを使用したモバイル通信デバイス３０８の低速ページ・ローデ
ィングのために望まれることがある。（４）クリック・ツー・パンフレット・アイコン４
２６は、広告に関する追加情報の文書記述をレンダリングする。（５）クリック・ツー電
子メール・アイコン４２８は、自動化された電子メール応答を広告主に送信する。（６）
クリック・ツー・クリップ（保持／保存）アイコン４３０は、後でアクセスするために広
告を保存する。（７）クリック・ツー転送アイコン４３２は、手動で入力された受信人、
または彼らのアドレス帳の１つに広告を転送するユーティリティを起動する。（８）クリ
ック・ツー・メッセージ・アイコン４３４は、あらかじめ広告主にアドレス指定されたシ
ョート・メッセージ・ユーティリティにアクセスする。（９）クリック・ツーコンテンツ
・アイコン４３６は、広告主によって与えられたウェブリンクにナビゲートする。（１０
）クリック・ツー・ロケート・アイコン４３８は、広告主への、モバイル通信デバイス３
０８からのロケーション情報に関しておそらく最も近いロケーションへの地図をポップア
ップする。（１１）クリック・ツー・プロモーション・アイコン４４０は、賞金レース、
コンテスト、プロモーションなどに登録する方法に関する情報を活動化することができる
。（１２）クリック・ツー・クーポン・アイコン４４２は、フルブラウザへの入力、郵送
での引替えのために、または割引取引にアクセスするためにモバイル通信デバイス３０８
上の小売業者に示すように、バーコード、英数字パスワードなどにアクセスすることがで
きる。（１３）クリック・ツー・バイ・アイコン４４４は、購買トランザクションを開始
する。適用例によっては、モバイル通信デバイス３０８のサービスプロバイダは、サービ
ス支払い請求にその購買を追加することを含んで、出荷および／または支払い請求情報を
デバイス３０８に関連するユーザに与えることによって、トランザクションを向上させる
ことができる。
【００７０】
　図７に、いくつかの態様による、通信システム５００の例示的なバージョンを、一態様
による、任意のタイプのコンピュータ化されたデバイスとして示す。たとえば、通信デバ
イス５００は、モバイルワイヤレスおよび／またはセルラー電話を備えることができる。
代替的に、通信デバイス５００は、プロキシ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）サー
バ、ネットワーク・デバイス、サーバ、コンピュータ・ワークステーションなど、固定の
通信デバイスを備えることができる。通信デバイス５００は、そのような説明または例示
するデバイスに制限されないが、パーソナル携帯情報機器（ＰＤＡ）、双方向テキストペ
ージャ、有線またはワイヤレス通信ポータルを有するポータブル・コンピュータ、および
有線および／またはワイヤレス通信ポータルを有する任意のタイプのコンピュータ・プラ
ットフォームをさらに含むことができることを理解されたい。さらに、通信デバイス５０
０は、リモートスレーブ、またはリモート・センサ、リモート・サーバ、診断ツール、デ
ータ中継器などの他の同様のデバイスとすることができ、それは、そのエンドユーザを有
しないが、ワイヤレスまたは有線のネットワーク上でデータを伝達するにすぎない。代替
の態様では、通信デバイス５００は、固定電話機、パーソナル・コンピュータ、セットト
ップ・ボックスなどの有線通信デバイスとすることができる。さらに、単一のタイプまた
は複数の前述のタイプの任意の数の通信デバイス５００の任意の組合せをセルラー通信シ
ステム（図示せず）中で利用することができることに留意されたい。したがって、本装置
および本方法は、それに応じて、限定はしないが、ワイヤレスモデム、Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ（ＰＣＭＣＩＡ）カード、アクセス端末、パーソナル・コンピュータ、電
話、あるいはその任意の組合せまたは部分的な組合せを含む有線またはワイヤレス通信ポ
ータルを含む、任意の形式の有線またはワイヤレス・デバイスまたはコンピュータモジュ
ール上で実行できる。
【００７１】
　さらに、通信デバイス５００は、広告を閲覧して、広告と対話することなどの目的のた
めにユーザ・インターフェース５０２を含むことができる。このユーザ・インターフェー
ス５０２は、通信デバイス５００へのユーザ入力を生成するかまたは受信するように動作



(27) JP 5399414 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

可能な入力デバイス５０４と、通信デバイス５００のユーザによる消費のための情報を生
成および／または提示するように動作可能な出力デバイス５０６とを含む。たとえば、入
力デバイス５０２は、キーパッドおよび／またはキーボード、マウス、タッチスクリーン
ディスプレイ、ボイス認識モジュールに関連したマイクロホンなどの少なくとも１つのデ
バイスを含むことができる。さらに、たとえば、出力デバイス５０６は、ディスプレイ、
オーディオスピーカ、触覚フィードバック機構などを含むことができる。出力デバイス５
０６は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース、サウンド、振動などの感覚または点
字テキスト生成面などを生成することができる。
【００７２】
　さらに、通信デバイス５００は、機能をデバイス５００に与えるためにアプリケーショ
ンを実行するように動作可能なコンピュータ・プラットフォーム５０８を含むことができ
、コンピュータ・プラットフォーム５０８は、入力デバイス５０４および出力デバイス５
０６とさらに対話することができる。コンピュータ・プラットフォーム５０８は、読み取
り専用メモリおよび／またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭおよびＲＯＭ）、消去可能
プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気消去可能プログラマブル読出し専
用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、および／またはコンピュータ・プラット
フォームに共通のメモリなど、揮発性および不揮発性メモリ部分を備えることができるメ
モリを含むことができる。さらに、メモリは、電子ファイルシステム、ならびに磁気媒体
、光学媒体、テープ、ソフトおよび／またはハードディスク、およびリムーバブルメモリ
構成要素などの任意の二次および／または三次記憶装置デバイスを含むアクティブメモリ
およびストレージメモリを含むことができる。例示的なバージョンでは、メモリは、ＲＡ
Ｍメモリ５０９および不揮発性ローカル・ストレージ構成要素５１０として示され、その
両方ともコンピュータ・プラットフォーム５０８のデータバス５１２に接続される。
【００７３】
　さらに、コンピュータ・プラットフォーム５０８は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）、または他のチップセット、プロセッサ、論理回路、または他のデータ処理デバイスと
することができるプロセッサ５１４をも含むことができる。いくつかの態様では、通信デ
バイス５００がセルラー電話を備えるときなど、プロセッサまたは特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）５１６などの他の論理回路は、アプリケーション・プログラミング・インタ
ーフェース（ＡＰＩ）５１８を実行することができ、アプリケーション・プログラミング
・インターフェース（ＡＰＩ）５１８は、（たとえば、通信呼制御、警報クロック、テキ
スト・メッセージングなどの）他の機能に対してメモリ５０９中でアクティブであるアプ
リケーション（たとえば、ゲーム）５２０として示される、任意の常駐ソフトウェア構成
要素とインターフェースする。本開示の態様に一致するアプリケーションは、他のアプリ
ケーションを省略することができ、および／またはメモリ５０９においてボイス呼、デー
タ呼および媒体関連アプリケーションなどのストリーミングコンテンツを受信する能力を
省略することができることを本開示の利益とともに諒解されたい。デバイスＡＰＩ５１８
は、それぞれの通信デバイス上で実行しているランタイム環境上で動作することができる
。１つのそのようなＡＰＩ５１８ランタイム環境は、カリフォルニア州サンディエゴのＱ
ＵＡＬＣＯＭＭ社によって開発されたＢｉｎａｒｙ　Ｒｕｎｔｉｍｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ
ｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ（登録商標）（ＢＲＥＷ（登録商標））ＡＰＩ５２２
である。
【００７４】
　さらに、プロセッサ５１４は、通信システム３００（図５）上で、通信デバイス５００
の機能および通信デバイス５００の操作可能性を使用可能にするハードウェア、ファーム
ウェア、ソフトウェアおよびそれらの組合せにおいて実施される様々な処理サブシステム
５２４を含むことができる。たとえば、処理サブシステム５２４は、通信を開始し維持す
ることと、データを他のネットワーク化されたデバイスと、ならびに通信デバイス５００
の構成要素内で、および／または構成要素間で交換することとを可能にする。一態様では
、セルラー電話においてなど、プロセッサ５１４は、サウンド、不揮発性メモリ、ファイ
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ルシステム、送信、受信、検索機能、レイヤ１、レイヤ２、レイヤ３、主制御、リモート
プロシージャ、ハンドセット、電力管理、診断、デジタル信号プロセッサ、ボコーダ、メ
ッセージング、呼マネージャ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）システム、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）ＬＰＯＳ、位置判断、位置エンジン、ユーザ・インターフェース、ス
リープ、データサービス、セキュリティ、認証、ＵＳＩＭ／ＳＩＭ（汎用加入者識別モジ
ュール／加入者識別モジュール）、ボイスサービス、グラフィックス、ＵＳＢ（ユニバー
サルシリアルバス）、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒ
ｏｕｐ）プロトコルマルチメディアなどのマルチメディア、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭ
Ｓ）、ショートボイスサービス（ＳＶＳ（商標））、ウェブ・ブラウザなど、処理サブシ
ステム５２４の１つまたは組合せを含むことができる。開示された態様の場合、プロセッ
サ５１４の処理サブシステム５２４は、コンピュータ・プラットフォーム５０８上で実行
するアプリケーションと対話する任意のサブシステム構成要素を含むことができる。
【００７５】
　コンピュータ・プラットフォーム５０８は、通信デバイス５００の様々な構成要素間の
通信を可能にし、ならびに、ユーザ・インターフェース５０２上で提示され、および／ま
たはユーザ・インターフェース５０２と対話される広告を受信して追跡することに関係す
る通信を行うように動作可能である通信モジュール５２６をさらに含むことができる。通
信モジュール５２６は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアおよび／またはそ
れらの組合せにおいて実施され、イントラデバイス通信およびインターデバイス通信にお
いて使用するためのすべてのプロトコルをさらに含むことができる。ＧＰＳエンジン５２
８または他のロケーション感知構成要素は、通信デバイス５００のロケーション情報を与
える。
【００７６】
　通信デバイス５００のこれらの機能のいくつかは、ローカル・ストレージ５１０からロ
ードされたコードによって可能になり、メモリ５０９中に保持され、オペレーティング・
システム（ＯＳ）５３０などのプロセッサ５１４によって実行できる。ユーザ・インター
フェース（ＵＩ）モジュール５３２は、ユーザ・インターフェース５０２との対話型制御
を可能にする。ＵＩモジュール５３２は、広告対話構成要素５３４を含み、広告対話構成
要素５３４は、広告クライアント５４０、特に広告をパッケージングＴｒｉｇｌｅｔサー
ビスアダプタ５４２によって順序付けられた広告待ち行列５３８によって指定された順序
で広告キャッシュ５３６から引き出される特定の広告に、調整された対話オプションを与
える。広告の使用は広告追跡構成要素５４４によってキャプチャされる。ロケーション・
リポーティング構成要素５４６は、デバイスロケーションを選択的に報告する論理回路を
含むことができる。
【００７７】
　一態様では、ＵＩモジュール５３２は、そこからキーワードを推定することができる、
キーワードまたはデータをキャプチャするために、すべてのユーザ入力を監視するキーワ
ード・モニタ５４７を含むことができる。それによって、いかなるアプリケーションまた
は通信機能が利用されていても、キーワードに関連するこのユーザ・ビヘイビアをキャプ
チャすることができる。
【００７８】
　一態様では、ＢＲＥＷ　ＡＰＩ５２２は、そのタイプの通信デバイス５００に対して特
に書き込む必要なしに、デバイスＡＰＩ５１８および他の機能を呼ぶ能力をアプリケーシ
ョンに与える。したがって、通信デバイス５００上のエンド・ツー・エンドのモバイル広
告のためのアプリケーション５２０または構成要素は、いくつかのハードウェア態様を抽
出するＢＲＥＷ　ＡＰＩ５２２によって与えられた動作環境内のいくつかの異なるタイプ
のハードウェアの構成上で、同じように、またはわずかな変更で動作することができる。
ＢＲＥＷ拡張５４８は、ＭＰ３プレーヤ、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシンなどを提供す
るなどの追加の機能をＢＲＥＷ　ＡＰＩ５２２のプログラミング・プラットフォームに追
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加する。一例として、ＵＩモジュール５３２はＢＲＥＷ拡張５４８とすることができる。
【００７９】
　通信システム３００（図６）上で計算オーバーヘッドを分散させ、および／または送信
オーバーヘッドを低減させるために、人工知能（ＡＩ）構成要素５５０および／またはル
ールベースの論理構成要素５５２は、リポーティングのためにユーザ・ビヘイビアを推定
し、報告可能な広告関連のイベントがいつ発生したかに関して判断を行い、および／また
は、間欠的ロケーション感知などに基づいてロケーションを外挿することができる。
【００８０】
　ルールベースの論理構成要素５５２を採用して、本明細書で説明または示唆するいくつ
かの機能を自動化することができる。この代替の態様によれば、実装形態方式（たとえば
、ルール）を適用して、作用されるべきか、または無視されるべき属性のタイプを定義し
、言語要素を属性に相関させ、広告閲覧が行われているかどうかを判断するために、ステ
ータスを感知し、最後のユーザ対話における遅延を感知するロケーションを認識するルー
ルを生成することなどができる。例として、ルールベースの実装形態は、広告によって部
分的に割り込まれることがあるユーザ対話のタイプに対する基準を自動的に定義すること
ができることを諒解されたい。たとえば、ゲームのローディング中に、広告をフルスクリ
ーンに表示できるようにすることがある。ハーフスクリーン・アプリケーションが例示的
なテキスト・メッセージング・アプリケーションを実行しているとき、その場合、たとえ
ば、補助金を支給されたサービスレートを受信するために、ユーザが選択的に使用可能に
することができる広告バナーを表示することができる。ルールベースの論理構成要素５５
２は、ユーザが広告と直接対話しないとされた推論に応答して、クリック・ツー・アクシ
ョン広告に勝るインプレッション広告を要求することができる。それに応答して、ルール
ベースの実装形態は、所与の通知の量、与えられた詳細のレベルを変更することができ、
および／またはリセットを生じることになる編集を完全に防止することができる。
【００８１】
　ＡＩ構成要素５５０は、ユーザ・ビヘイビアを予測すること、間欠的ロケーションデー
タを外挿すること、機械学習に基づいて広告対話オプションを調整することなど、本明細
書で説明する１つまたは複数の機能のパフォーマンスを自動化することを可能にする。し
たがって、様々なＡＩベースの方式を採用することにより、その様々な態様を実施するの
を支援することができる。たとえば、ビヘイビア・プロファイリングを生成するために、
ユーザ・ロケーションがロケーションのデータベースに対して分析される学習モードで、
ＡＩ構成要素５５０をトレーニングすることができる。次いで、ユーザ・ビヘイビアのい
くつかのパターンを分類することができる。
【００８２】
　分類器は、入力属性ベクトルｘ＝（ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，ｘｎ）をクラスラベルク
ラス（ｘ）にマッピングする関数である。分類器はまた、入力がクラスに属するという信
頼度、すなわちｆ（ｘ）＝信頼度（クラス（ｘ））を出力することができる。そのような
分類は、（たとえば、分析ユーティリティおよびコストに因数分解する）確率的および／
または統計ベースの分析を採用して、ユーザが自動的に実行されることを望むアクション
を予測または推定することができる。
【００８３】
　サポート・ベクター・マシン（ＳＶＭ）は、採用できる分類器の例である。ＳＶＭは、
最適な方法で非トリガイベントからトリガ入力イベントを分割する可能な入力の空間にお
いて超曲面を発見することによって動作する。ナイーブベイズ、ベイジアン・ネットワー
ク、決定ツリー、ニューラル・ネットワーク、ファジィ論理モデル、最大エントロピーモ
デルなどを含む他の分類手法を採用することができる。本明細書で使用する分類はまた、
優先順位のモデルを開発するために利用される統計的回帰を含む。
【００８４】
　本明細書から容易に諒解されるように、本開示は（たとえば、複数のユーザからの一般
的なトレーニングデータによって）あらかじめトレーニングされた分類器、ならびに（た
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とえば、ユーザ・ビヘイビアの観察、傾向の観察、外部情報の受信による）強化学習の方
法を採用することができる。したがって、本開示を使用して、限定はしないが、所定の基
準に従って、問題のリセット条件を構成するもの、差し迫ったコントローラのリセットを
伝達すべきとき／場合、コントローラのリセットを防止すべきとき／場合、交換すべきデ
ータのタイプの選好などを判断することを含むいくつかの機能を自動的に学習し、実行す
ることができる。
【００８５】
　図８において、図５の通信システムによって大部分は実行されるモバイル通信デバイス
広告のための方法６００が、一態様によれば、広告管理人がモバイル通信デバイス上の展
開のために広告を準備するブロック６０２において開始する。ブロック６０４において、
モバイル通信デバイス・クライアントは、市場プラットフォーム（たとえば、ｕｉＯｎｅ
デリバリー・システム（ＵＤＳ））にバナー広告などの新しい広告を要求する。ブロック
６０６において、ＵＤＳの広告パッケージング・トリグレット・サービス・アダプタ（Ｔ
ｒｉｇｌｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｄａｐｔｅｒ：ＴＳＡ）は、複数の広告（たとえば、
画像、メタデータなど）を要求する。次に、ブロック６０８において、モバイル通信デバ
イスが広告を受信して、ユーザ・インターフェースはバナー広告を表示する。ブロック６
１０において、広告は、広告と対話するか、または広告に応答する１つまたは複数の方法
をユーザに与える。たとえば、ブロック６１２において、「クリック・ツー・グランス」
動作がワイヤレス・アプリケーション・プロトコル（ＷＡＰ）ブラウザを活動化する。別
の例として、「クリック・ツー・コール」は、自動的に起動されるか、または６１４にお
いて「コール・ダイヤラー」として示す広告上に表示される電話番号に相関して手動でダ
イヤルされ、呼び出されることがある。さらに別の例として、ユーザ・インターフェース
は、ブロック６１６に示すクーポン・クリッピング機能を与えることがある。ブロック６
１８において、この対話に応答して、モバイル通信デバイスは、要求された広告アクショ
ンを起動する。次いで、ブロック６２０において、広告使用を報告するためにこの対話を
追跡する。
【００８６】
　図９において、エンド・ツー・エンドのモバイル広告のための方法７００は、モバイル
通信デバイスのロケーション感知によって可能になる機能を含む。ブロック７０２におい
て、人口統計プロファイリングを収集し、維持するが、一実施形態によれば、そのような
入力に与えられる重みを制限することができる。図９において、エンド・ツー・エンドの
モバイル広告のための方法７００は、モバイル通信デバイスのロケーション感知によって
可能になる機能を含む。ブロック７０２において、人口統計プロファイリングを収集し、
維持するが、一実施形態によれば、そのような入力に与えられる重みを制限することがで
きる。ブロック７０３において、デバイスのユーザのビヘイビア選好を推定することがで
きるモバイル通信デバイスからのロケーション報告に基づいて、ロケーション・ベースの
ビヘイビア・プロファイリングを実行する。このプロセスについて、図１０に関して以下
で議論されている。
【００８７】
　ブロック７０４において、図１４に関して以下でより詳細に論じる、広告アイコン・ア
クションを選択し、評価するための方法は、モバイル通信デバイスにおいておよび／また
は広告主について利用可能とすることができる増加した通信オプションを活用する。
【００８８】
　ブロック７０５において、ユーザのビヘイビア・プロファイリングを、ＷＡＰブラウザ
に入力されたキーワードおよびモバイル通信デバイス３０８との他の対話をキャプチャす
ることによって向上させる。対話のより広い範囲を包含するために、ユーティリティは、
表示されていることにおそらく相関するキー・ストロークをキャプチャするためにユーザ
・インターフェースを直接監視することができる。代替的に、または追加して、特に制限
された機能のモバイル通信デバイス３０８のための、キーワード特徴づけは、通信システ
ムの上流で行われることがある。
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【００８９】
　ブロック７０６において、図８について上述したように、ロケーション使用不能なモバ
イル通信デバイスをサポートする、マイクロ・ターゲッティングされた広告プロセスを実
行する。ブロック７１０において、図１１に関して以下で論じる別の態様は、リーチ・フ
リークエンシー時間広告を可能にする。ブロック７１２において、図１２に関して以下で
論じる追加の態様は、インターセプター広告キャンペーンを実行するために、ロケーショ
ンおよびタグ付けメトリック機能を活用する。ブロック７１４において、図１３に関して
以下で論じるまたさらなる態様は、時限クーポン広告を与えるために、タグ付けメトリッ
ク機能を活用する。
【００９０】
　クリティカル・マス・ビルボード広告方法（ブロック７１６）は、図１５に関して以下
で論じるように、モバイル通信デバイスのためのロケーション情報が動的公衆広告ディス
プレイとともに使用される場合に実行できる。また、ユーザターゲット広告を実行するこ
とを望む信頼できるエンティティに対して消費者間広告を実行することができる（ブロッ
ク７１８）。
【００９１】
　ブロック７２０において、広告追跡は、広告とのユーザ対話の追跡を全体的にまたは部
分的に備えることができる。一態様では、ユーザ対話は、広告主のウェブページにナビゲ
ートするようにクリックさせることができるクリック・ツー・アクション（ブロック７２
２）を備えることができる。クリック・ツー・アクションはまた、広告主からの呼または
、発呼者、広告主への呼を受信したいという要求を引き起こすことがある。クリック・ツ
ー・アクションはまた、ＳＭＳまたは他の通信チャネルを起動することができる。別の態
様では、ユーザ対話は、ユーザが後で閲覧するために広告をクリップできるようにするク
リック・ツー・クリップ（ブロック７２４）とすることができる。たとえば、ゲームプレ
イの最中で広告をクリップすることは、ユーザ経験を中断することを回避する。エンター
テインメントまたは情報の値をユーザに与える一方、広告主のためにインプレッション広
告またはブランド広告として役立ツー・バイラルビデオなどのプロモーションのコンテン
ツを、繰り返し閲覧するために保存することができる。さらなる態様として、ブロック７
２６において、ユーザ対話はクリック・ツー・ロケートとすることができる。たとえば、
広告を活動化することは、ナビゲーション情報を広告主のロケーションに送り出すことが
できる。クリック・ツー・ロケートは、広告主のロケーションに入ることとして感知され
ることを備えることができ、それは、成功したインプレッション広告として考えられる。
クリック・ツー・ロケートは、電子割引クーポンとして、ユーザがユーザの広告ディスプ
レイを広告主に導くことを備えることができ、それは、成功を追跡するために、手動でま
たは自動的に広告に相関することができる。さらに別の態様では、ユーザ対話はクリック
・ツー・グランス（ブロック７２８）を備えることができ、アプリケーションはモバイル
通信デバイスのユーザ・インターフェースの別のウィンドウにおいて起動される。ブロッ
ク７３０において、広告に関連するユーザ応答は、ユーザ・ビヘイビア・プロファイリン
グを追跡し、更新するためのソースとすることができる。
【００９２】
　図１０において、一実施形態による、ロケーション情報に基づくビヘイビアを実行する
ための方法８００は、ブロック８０２において広告主および競合者のロケーション・デー
タベースを維持することを備えることができる。そのようなロケーション相関は、エンド
・ツー・エンドのモバイル広告に関して取り上げられる予想広告主を含むことができる。
ブロック８０４において、モバイル加入者のロケーションを監視する。ブロック８０６に
おいて加入者が監視されたロケーションにいると判断したとき、次いで、ブロック８０８
において、推定されるトランザクション・ビヘイビアを記憶する。ブロック８１０におい
て、ユーザのビヘイビア・プロファイリングを向上させるために、１つまたは複数のその
ような推定されたトランザクション・ビヘイビアの例からパターンを相関させる。
【００９３】



(32) JP 5399414 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　図１１において、一態様による、リーチ・フリークエンシー時間広告のための方法９０
０は、ブロック９０２において、商品またはサービスの特定の広告から利益を得ることが
できるモバイル通信デバイスのビヘイビア／人口統計集団を予測することから開始する。
ブロック９０４において、マイクロ・ターゲッティングされた広告をこの予測された集団
に送信する。ブロック９０５において、発呼スクリーン、テキスト・メッセージング・ス
クリーン、ウェブページ・ブラウジング・スクリーン、ゲームスクリーン、（たとえば、
計算器、カレンダー、連絡先リスト、ノートパッドなどの）パーソナル・オーガナイザー
・スクリーンの使用など、ユーザ・インターフェース（ＵＩ）の様々な使用を監視する。
利用可能な画面サイズなどに応じて、広告スペースは、使用中に、またはスクリーンをロ
ードおよび／または終了するときのいずれかに利用可能である。ブロック９０６において
、デバイスで、ユーザ・インターフェース（ＵＩ）上に広告を提示するための機会を認識
する。たとえば、ユーザがメニュー・オプションなどを選択すると、デバイスＵＩが活動
化されるので、ＵＩがアクティブになり、広告の閲覧が推定できる。
【００９４】
　ブロック９０８において、デバイス上にキャッシュされたそれらの広告から広告を選択
する。ブロック９１０において、提示のために待ち行列に入れられた次の広告が満了した
と判断した場合、ブロック９１２において、待ち行列中の次の広告を選択する。ブロック
９１４において、満了していない広告にアクセスすると、その広告をＵＩ上に提示（たと
えば、表示）する。ブロック９１６において、この広告の使用の追跡を、増分されたフリ
ークエンシー・カウントで更新し、ブロック９１８において、表示されている累積継続時
間を監視する。ブロック９２０において、ユーザが広告バナーを残すアクションを行わな
かった場合、ブロック９２２において、この特定のフリークエンシー・カウントまたはこ
のモバイル通信デバイス上での表示の合計継続時間のいずれかについて、時間ターゲット
に達したかどうかに関してさらなる判断を行う。そうでなければ、処理はブロック９１８
に戻る。ブロック９２２において、時間制限に達した場合、９２４において、その広告を
待ち行列中の次の広告と交換し、処理はブロック９０６に戻る。ブロック９２０において
、ユーザが広告バナーを残すことを保証するアクションを行った場合、ブロック９２６に
おいて、フリークエンシー・カウント・ターゲットに達したかどうかに関してさらなる判
断を行う。そうでなければ、ブロック９２８において、好適な間隔の後繰り返されるよう
に、広告を待ち行列中に戻すかまたは維持し、処理はブロック９０６に戻る。ブロック９
２６において、フリークエンシー・カウント・ターゲットに達した場合、ブロック９２４
において、広告を待ち行列中で交換し、処理はブロック９０６に戻る。
【００９５】
　フリークエンシーおよび継続時間は、ワイヤレス・デバイスのいくつかの使用に関連す
るように指定できる。広告主は、ゲームをするために自分のワイヤレス・デバイスを使用
するユーザに対してゲーム広告を実行することのみを望むことがある。別の例として、ユ
ーザがこのサービスのためにキャリアの代金を支払っているとき、電話としての使用は広
告を省略することができる。対照的に、ゲームの割引またはデモンストレーションバージ
ョンを、補助金を支給されたコストを保証する広告とともに受け取ることができる。しか
しながら、例示的な態様において、広告の助けとなるユーザ・インターフェース（ＵＩ）
のすべての使用は、広告を表示する機会として使用できる。フリークエンシーおよび継続
時間の計算は各提示をカウントする。したがって、相互コンテンツ広告は、広告キャンペ
ーンのとき、複数のタイプのワイヤレス・デバイスの使用を含む。例示的な例として、そ
のビヘイビアおよび人口統計プロファイルによって判断された１４歳の男性のスケート・
ボード・ファンである、ワイヤレス・デバイスユーザのジョーイを考える。スポーツシュ
ーズ広告主は、加入者がそれらのハンドセット上で４回で合計３０秒間、シューズの広告
を閲覧しなければならないように指示する。ジョーイは、スケート・ボード・ゲームをプ
レイすることの一部として、シューズの広告を閲覧し、次いで、株価を受信するためにＦ
ｉｎａｎｃｉａｌ　Ｎｅｗｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋウェブページに進み、シューズの広告主か
ら同じ広告キャンペーンを受信し、シューズの広告主は、広告を閲覧している秒としてお
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よび３０秒の継続時間の一部としてカウントする。ジョーイは、彼のｕｉＯｎｅ　Ｈｏｍ
ｅｓｃｒｅｅｎを含むどんなコンテンツを閲覧しても、メトリックが満たされるまで、シ
ューズの広告を見る。
【００９６】
　図１２において、一態様による、インターセプター・マイクロ・ターゲッティング広告
のための方法９４０は、ブロック９４２においてトランザクションを予測するために、ロ
ケーション情報に基づくビヘイビア・プロファイリングを利用することによって開始する
。予測されたトランザクションが競合者の仕事をしているとき、広告を要求するか、また
は広告を広告キャッシュ中にインターセプター広告機会として配置する。たとえば、広告
主が、競合者に向かっている人々に広告を送信することを選択した場合、広告支払い請求
レートを増加することができる。したがって、収入最適化広告オークションは、そのよう
な機会の優先順位を増加させることができる。
【００９７】
　いくつかの態様では、広告が提示された場合、広告主は、ユーザが最もビヘイビアを変
更しやすいとき、機会の固有のウィンドウをターゲットにすることを選択する。したがっ
て、ブロック９４６において、広告キャンペーンによって指定された提示基準に適合する
ために、モバイル加入者のロケーションおよび時間／日付を監視する。たとえば、ユーザ
は、金曜日の正午に昼食のために競合者のレストランに行く傾向がある。広告主は、１１
：３０に、および／またはユーザが現在の平均速度に基づいて広告主のビジネスまで３分
の移動の範囲内にいるとき、および／またはユーザが競合者のロケーションの半マイルの
範囲内内にいるとき、広告をそのようなユーザに提示することを選択することができる。
ブロック９４８において、時間／近接度メトリックがトリガされたかどうかに関して判断
を行う。そうであれば、ブロック９５０において、インターセプター広告を提示する。示
してはいないが、ユーザは、広告の成功と考えられる方法で、広告と対話することができ
る。ブロック９５２に示すように、インプレッション広告の場合では、モバイル加入者の
ロケーションを監視する。ブロック９５４において、競合者ロケーションを入力した場合
、ブロック９５６において、この場合では失敗したものとして広告を追跡する。ブロック
９５４において、競合者ロケーションでない場合、ブロック９５８において、インターセ
プター広告主ロケーションが入力されたかどうかに関して判断を行う。そうであれば、ブ
ロック９６０において、広告を成功したものとして追跡する。任意の妥当な時間期間内に
競合者またはインターセプター・ロケーションがない場合、ブロック９６２において、広
告を、決定的でない効果を有しているものとして追跡する。
【００９８】
　図１３において、一態様による、モバイル通信デバイス上の時限クーポンのための方法
９７０は、ブロック９７２において、広告リポジトリ中の広告に関連する、時間タグ付け
メトリック（たとえば、開始時間、ターゲット時間および／または終了時間）を利用する
。ブロック９７４において、モバイル・デバイス中の広告キャッシュを時限クーポン広告
でリフレッシュする。ブロック９７６において、時限クーポン広告がスケジュールメトリ
ック内で提示することをスケジュールされるように、広告待ち行列を最適化する。次いで
、ブロック９７８において、広告がユーザ・インターフェースに必要とされるかの判断を
行う。そうであれば、ブロック９８０において、任意の開始時間メトリックが満たされた
ことを確認するためのさらなる判断を行う。そうでなければ、待ち行列中の次の広告を選
択し、処理はブロック９８０に戻る。ブロック９８０において、開始時間が満たされた場
合、ブロック９８４において、終了時間を超えたかどうかに関してさらなる判断を行う。
そうであれば、ブロック９８６において、待ち行列からその広告を削除し、ブロック９８
２において、待ち行列中の次の広告を選択する。ブロック９８４において、広告終了時間
を超えなかった場合、ブロック９８８において、広告をＵＩ上に表示する。
【００９９】
　図１４において、一態様による、モバイル通信デバイスに適した広告アイコン・アクシ
ョンを選択するための方法１２００は、限定はしないが、クリック・ツー・コール、クリ
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ック・ツー・パンフレット、クリック・ツー・クリップ、クリック・ツー・メッセージ、
クリック・ツー・ロケート、クリック・ツーＷＡＰ、クリック・ツー電子メール、クリッ
ク・ツー転送、クリック・ツー・プロモーション、クリック・ツー・クーポン、クリック
・ツー・バイおよびクリック・ツー・ランディングを含むことがあるすべての可能なアク
ションに対して示唆し、動作可能な広告アイコンを定義することによって開始する（ブロ
ック１２０２）。利用可能なワークフローのタイプ（たとえば、通信チャネル）に対する
制限、ユーザ・インターフェースの入力および出力に対する制限などを判断するために、
クライアント・デバイス構成にアクセスする（ブロック１２０４）。デバイスのタイプに
適した広告アクションおよびアイコンのサブセットを提示する。リストはまた、どの広告
アイコンが活動化すべき広告主に関する十分な情報（たとえば、電子メールアドレス、電
話番号、ウェブサイト、パンフレットに対するｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏ
ｃａｔｏｒ（ＵＲＬ）など）を供給されたかを示すことができる（ブロック１２０６）。
特に、例示的な実装形態では、リストはアクションのセットを含み、各アクションは、ア
イコンまたはアイコン参照およびワークフローコマンドおよびパラメータ（たとえば、Ｂ
ＲＥＷプラットフォーム上のＢＲＥＷ　ＵＲＩ）を含む。自動的またはユーザプロンプト
を用いてのいずれかの選択プロセスは、広告アクション・アイコンの配置および構成を含
むように案内することができる。選択は、様々なタイプの活動化の広告主に対して相対的
な値によって影響を受けることがあり、示唆またはレンダリングのための階層を組み込む
（ブロック１２０８）。
【０１００】
　図１５において、一実施形態による、クリティカル・マス・ビルボード広告のための方
法１３００は、モバイル通信デバイスの集団のロケーションを追跡することを含む（ブロ
ック１３０２）。動的公衆広告ディスプレイの近傍内にあると感知されるクライアント・
デバイスについて判断を行う（ブロック１３０４）。適切な広告を選択するために、クラ
イアント・デバイスの近位のユーザの人口統計および／またはビヘイビア・プロファイリ
ングにアクセスする（ブロック１３０６）。この集団データに基づいて、適切な広告入札
にアクセスする（ブロック１３０８）。感知された集団に基づいて、最高の入札を生成し
た広告を選択することによって、収入を最適化する（ブロック１３１０）。
【０１０１】
　図１６において、消費者間広告のための方法１４００は、市場プラットフォームの広告
配信機能を活用する。一実施形態によれば、特定の信頼できるエンティティ（たとえば、
個人、共済組合）に対してユーザ許可を検証する（ブロック１４０２）。広告購買（たと
えば、休日、誕生日、会合イベントの近くなど）に対して時間制約を定義する（ブロック
１４０４）。対話型オプションを広告に組み込む（ブロック１４０６）。ユーザ・ビヘイ
ビアを、広告を提示するための時間ウィンドウ内の機会について監視する（ブロック１４
０８）。モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェース上に広告を提示する（ブロッ
ク１４１０）。
【０１０２】
　図１７において、例示的なネットワーク配信デバイス１７００は、広告コンテンツをモ
バイル通信デバイスに配信するためのコンピュータ可読記憶媒体（メモリ）１７０４中で
モジュールを実行するための少なくとも１つのプロセッサ１７０２を有する。ネットワー
ク配信デバイス１７００は、市場プラットフォーム１２、１０６、３０２（図１～図５）
を備えるか、またはその一部の機能を実行することができる。示される例示的なモジュー
ルでは、第１のモジュール１７０６は、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能
に関連付けられ、各アクションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる
、複数の広告アクションを識別するための手段を設ける。第２のモジュール１７０８は、
モバイル通信デバイスの関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機
能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告アクションから１
つの広告アクションを選択するための手段を設ける。第３のモジュール１７１０は、広告
アイコンに関連付けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスに送信するための手
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段を設ける。
【０１０３】
　図１８において、例示的なモバイル配信デバイス１８００は、広告を提示するためのコ
ンピュータ可読記憶媒体（メモリ）１８０４中でモジュールを実行するための少なくとも
１つのプロセッサ１８０２を有する。示される例示的なモジュールでは、第１のモジュー
ル１８０６は、各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アク
ションがそれぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクション
を組み込むための手段を設ける。第２のモジュール１８０８は、モバイル通信デバイスの
関連付けられた通信機能の利用可能性と、関連付けられた通信機能による広告主ターゲッ
トのアクセス可能性とに基づいて、複数の広告アクションからの１つの広告アクションの
選択を受信するための手段を設ける。第３のモジュール１８１０は、広告アイコンに関連
付けられた広告を提示のためにモバイル通信デバイスにおいて受信するための手段を設け
る。第４のモジュール１８１２は、広告と対話するユーザによるモバイル通信デバイスの
ユーザ・インターフェースを介した入力に応答して、選択された広告アクションを実装す
るための手段を設ける。
【０１０４】
　本明細書で説明する態様は、ネットワークレベルストレージおよび処理のいくつかの機
能と、モバイル通信デバイスによって実行するための他の機能とを分離することを諒解さ
れたい。態様に一致する適用例は、集中型ロケーションにおいて計算オーバーヘッドを低
減するように、および／または通信負荷を低減するようにより多くの分散処理をもつ構成
を含むことができることを本開示の利益とともに諒解されたい。代替的に、いくつかの制
限された機能のモバイル・デバイスは、追加の処理が集中したモバイル広告をサービスさ
れることがある。
【０１０５】
　本明細書で開示したバージョンに関連して説明した様々な例示的な論理回路、論理ブロ
ック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジッ
ク、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計
されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロ
プロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッ
サは、コンピューティング・デバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ
との組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイク
ロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成としても実装できる。さらに、少なく
とも１つのプロセッサは、上述のステップおよび／またはアクションの１つまたは複数を
実行するように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備えることができる。
【０１０６】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステッ
プおよび／またはアクションは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実
行されるソフトウェア・モジュールで実施するか、またはその２つの組合せで実施するこ
とができる。ソフトウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメ
モリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐
することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことがで
き、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合できる。代替として
、記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。さらに、いくつかの態様では、プロ
セッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐することができる。さらに、ＡＳＩＣはユーザ
端末内に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末
内に個別構成要素として常駐することもできる。さらに、いくつかの態様では、方法また
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はアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、コンピュータ・プログラム製品
に組み込むことができる、機械可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上のコード
および／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいはそのセットとして常駐すること
ができる。
【０１０７】
　上記の開示は例示的な態様および／または実装形態について論じたが、添付の特許請求
の範囲によって定義された、説明した態様および／または実装形態の範囲から逸脱するこ
となく、様々な変更および修正を本明細書で行うことができること留意されたい。さらに
、説明した態様および／または実装形態の要素が単数形で説明または請求されていること
があるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される
。さらに、いずれの態様および／または実装形態の全部または一部も、別段の記述がない
限り、他の態様および／または実装形態の全部または一部とともに利用できる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　[１]　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための方法であって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するこ
とと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションから１つの広告アクションを選択することと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスに送信す
ることと、
　を備える方法。
　[２]　各通信機能に対して設定された値に基づいてロイヤルティを予測することと、
　前記予測されたロイヤルティを最大化することに基づいて、受容できる通信機能のサブ
セットのうちの１つを選択することと、
をさらに備える、[１]に記載の方法。
　[３]　前記モバイル通信デバイスから前記広告の提示についての追跡結果を受信するこ
とをさらに備える、[１]に記載の方法。
　[４]　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットと通信するため
の前記関連付けられた通信機能を可能にすることをさらに備える、[１]に記載の方法。
　[５]　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての追跡結果を受信することをさ
らに備える、[４]に記載の方法。
　[６]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・コールをさ
らに備える、[４]に記載の方法。
　[７]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツーワイヤレスア
クセスプロトコルブラウザをさらに備える、[４]に記載の方法。
　[８]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・パンフレッ
トをさらに備える、[４]に記載の方法。
　[９]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー電子メールを
さらに備える、[４]に記載の方法。
　[１０]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・ランディ
ングをさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１１]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・クリップ
をさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１２]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー転送をさら
に備える、[４]に記載の方法。
　[１３]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツーコンテンツ
をさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１４]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・メッセー
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ジをさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１５]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・ロケート
をさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１６]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・プロモー
ションをさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１７]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・クーポン
をさらに備える、[４]に記載の方法。
　[１８]　前記関連付けられた通信機能を可能にすることが、クリック・ツー・バイをさ
らに備える、[４]に記載の方法。
　[１９]　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための少なくとも１つのプ
ロセッサであって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するた
めのモジュールと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションから１つの広告アクションを選択するためのモジュールと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスに送信す
るためのモジュールと、
　を備えるプロセッサ。
　[２０]　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するためのコンピュータ・プロ
グラム製品であって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するこ
とをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションから１つの広告アクションを選択することをコンピュータに行わせるための
少なくとも１つの命令と、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスに送信す
ることをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　を備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
　[２１]　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための装置であって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するた
めの手段と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションから１つの広告アクションを選択するための手段と、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスに送信す
るための手段と、
　を備える装置。
　[２２]　広告コンテンツをモバイル通信デバイスに配信するための装置であって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを識別するこ
とと、前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関
連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数
の広告アクションから１つの広告アクションを選択することとを行うためのグラフィカル
・ユーザ・インターフェースを備える編集コンピューティング・プラットフォームと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスに送信す
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るための通信モジュールと、
　を備える装置。
　[２３]　各通信機能に対して設定された値に基づいてロイヤルティを予測することと、
前記予測されたロイヤルティを最大化することに基づいて、受容できる通信機能のサブセ
ットのうちの１つを選択することとを行うための、市場コンピューティング・プラットフ
ォームのプロセッサをさらに備える、[２２]に記載の装置。
　[２４]　前記モバイル通信デバイスから前記広告の提示についての追跡結果を受信する
ための前記プロセッサをさらに備える、[２２]に記載の装置。
　[２５]　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットと通信するた
めの関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサをさらに備える、[２４]
に記載の装置。
　[２６]　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての追跡結果を受信するための
前記プロセッサをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[２７]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・コールをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[２８]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツーワイヤレスアクセスプロトコルブラウザをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[２９]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・パンフレットをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３０]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー電子メールをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３１]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・ランディングをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３２]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・クリップをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３３]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー転送をさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３４]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツーコンテンツをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３５]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・メッセージをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３６]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・ロケートをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３７]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・プロモーションをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３８]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・クーポンをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[３９]　前記関連付けられた通信機能を可能にするための前記プロセッサが、クリック
・ツー・バイをさらに備える、[２５]に記載の装置。
　[４０]　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための方法であっ
て、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み込むこ
とと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信することと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおいて
受信することと、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
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スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装することと、
　を備える方法。
　[４１]　各通信機能に対して設定された値に基づいてロイヤルティを予測することと、
　前記予測されたロイヤルティを最大化することに基づいて、受容できる通信機能のサブ
セットのうちの１つを選択することと、
　をさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[４２]　前記ユーザへの前記広告の提示についての結果を追跡することをさらに備える
、[４０]に記載の方法。
　[４３]　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットとの通信を開
始することによって、前記関連付けられた通信機能を実装することをさらに備える、[４
０]に記載の方法。
　[４４]　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての結果を追跡することをさら
に備える、[４０]に記載の方法。
　[４５]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・コールをさ
らに備える、[４０]に記載の方法。
　[４６]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツーワイヤレスア
クセスプロトコルブラウザをさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[４７]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・パンフレッ
トをさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[４８]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー電子メールを
さらに備える、[４０]に記載の方法。
　[４９]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・ランディン
グをさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５０]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・クリップを
さらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５１]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー転送をさらに
備える、[４０]に記載の方法。
　[５２]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツーコンテンツを
さらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５３]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・メッセージ
をさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５４]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・ロケートを
さらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５５]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・プロモーシ
ョンをさらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５６]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・クーポンを
さらに備える、[４０]に記載の方法。
　[５７]　前記関連付けられた通信機能を実装することが、クリック・ツー・バイをさら
に備える、[４０]に記載の方法。
　[５８]　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための少なくとも
１つのプロセッサであって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み込むた
めのモジュールと、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信するためのモジュールと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおいて
受信するためのモジュールと、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
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スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するためのモジュール
と、
　を備えるプロセッサ。
　[５９]　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するためのコンピュー
タ・プログラム製品であって、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み込むこ
とをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信することを前記コンピュータに行
わせるための少なくとも１つの命令と、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおいて
受信することを前記コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装することを前記コンピ
ュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　を備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
　[６０]　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための装置であっ
て、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み込むた
めの手段と、
　前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関連付
けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数の広
告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信するための手段と、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおいて
受信するための手段と、
　前記広告と対話するユーザによる前記モバイル通信デバイスのユーザ・インターフェー
スを介した入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するための手段と、
　を備える装置。
　[６１]　モバイル通信デバイスのための、広告コンテンツを実装するための装置であっ
て、
　各アクションがモバイル通信デバイスの通信機能に関連付けられ、各アクションがそれ
ぞれ複数のアイコンのうちの１つに関連付けられる、複数の広告アクションを組み込むこ
とと、前記モバイル通信デバイスの前記関連付けられた通信機能の利用可能性と、前記関
連付けられた通信機能による広告主ターゲットのアクセス可能性とに基づいて、前記複数
の広告アクションからの１つの広告アクションの選択を受信することとを行うためのロー
カル・ストレージと、
　広告アイコンに関連付けられた広告を提示のために前記モバイル通信デバイスにおいて
受信するための通信モジュールと、
　前記広告と対話するユーザによる入力を受信するためのユーザ・インターフェースと、
　前記ユーザ入力に応答して、前記選択された広告アクションを実装するためのプロセッ
サと、
　を備える装置。
　[６２]　各通信機能に対して設定された値に基づいてロイヤルティを予測することと、
前記予測されたロイヤルティを最大化することに基づいて、受容できる通信機能のサブセ
ットのうちの１つを選択することとを行うための前記プロセッサをさらに備える、[６１]
に記載の装置。
　[６３]　前記ユーザへの前記広告の提示についての結果を追跡する前記プロセッサをさ
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　[６４]　前記広告の前記アイコンのユーザ選択に応答して広告ターゲットとの通信を開
始することによって、前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサをさ
らに備える、[６１]に記載の装置。
　[６５]　前記広告の前記アイコンとのユーザ対話についての結果を追跡する前記プロセ
ッサをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[６６]　前記関連付けられた通信機能を実装する前記プロセッサが、クリック・ツー・
コールをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[６７]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツーワイヤレスアクセスプロトコルブラウザをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[６８]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・パンフレットをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[６９]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー電子メールをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７０]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・ランディングをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７１]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・クリップをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７２]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー転送をさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７３]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツーコンテンツをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７４]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・メッセージをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７５]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・ロケートをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７６]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・プロモーションをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７７]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・クーポンをさらに備える、[６１]に記載の装置。
　[７８]　前記関連付けられた通信機能を実装するための前記プロセッサが、クリック・
ツー・バイをさらに備える、[６１]に記載の装置。
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